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令和２年７月20日（月曜日）

午前10時37分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・国文祭・芸文祭みやざき2020大会延期に係る

今後の取組について

・宮崎県犯罪被害者等支援条例（仮称）の制定

について

・国民スポーツ大会に向けたプール整備の検討

状況について

出席委員（８人）

委 員 長 野 﨑 幸 士

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 山 下 寿

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 来 住 一 人

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総合政策部次長
重黒木 清

（政策推進担当）

総合政策部次長
酒 匂 重 久

（ 県 民 生 活 ・ 文 化 祭 担 当 ）

渡久山 武 志総 合 政 策 課 長

秘 書 広 報 課 長 児 玉 憲 明

広 報 戦 略 室 長 松 野 義 直

統 計 調 査 課 長 磯 崎 史 郎

総 合 交 通 課 長 大 東 収

川 端 輝 治中山間･地域政策課長

産 業 政 策 課 長 甲 斐 慎一郎

生 活 ・ 協 働 ・
山 崎 博 信

男 女 参 画 課 長

水 口 圭 二交通･地域安全対策監

み や ざ き 文 化
兒 玉 さわ子

振 興 課 長

国民文化祭・障害者
坂 元 修 一

芸術文化祭課長

記紀編さん記念事業
河 野 龍 彦

推 進 室 長

人権同和対策課長 後 藤 英 一

情 報 政 策 課 長 鎌 田 伸 次

国民スポーツ大会
井 上 大 輔

準 備 課 長

総務部

危機管理統括監 藪 田 亨

総 務 部 次 長
日 高 幹 夫

（ 総 務 ・ 市 町 村 担 当 ）

県参事兼総務部次長
小 堀 和 幸

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
温 水 豊 生

兼危機管理課長

総 務 課 長 園 山 俊 彦

部参事兼人事課長 田 村 伸 夫

行政改革推進室長 長谷川 武

財 政 課 長 石 田 渉

財産総合管理課長 蕪 美知保

中 武 英 俊防災拠点庁舎整備室長

税 務 課 長 三 井 芳 朗

市 町 村 課 長 日 髙 正 勝

齋 藤 謙総務事務センター課長

令和２年７月20日(月)
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消 防 保 安 課 長 佐 藤 勝 重

事務局職員出席者

議事課主任主事 渡 邊 大 介

総 務 課 主 事 合 田 有 希

ただいまから総務政策常任委員○野﨑委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○野﨑委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時37分休憩

午前10時39分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

。○渡邊総合政策部長 総合政策部でございます

本日もよろしくお願いいたします。

まず、お礼を申し上げたいと存じます。

去る７月６日に開催しました国民スポーツ大

会・全国障害者スポーツ大会に係る宮崎県準備

委員会の第６回常任委員会におきましては、丸

山議長、野﨑委員長をはじめ、県議会の皆様方

、 。に御出席を賜り 誠にありがとうございました

本県開催の国スポ・障スポに向けまして、引

き続き県議会の皆様方の御協力をいただきなが

ら、着実に準備を進めてまいる所存でございま

す。引き続き、よろしくお願いいたします。

それでは、今回の委員会で御審議をいただき

ます当部所管の議案等につきまして、その概要

を御説明させていただきます。

お手元の常任委員会資料の目次を御覧いただ

きたいと存じます。

今回、総合政策部からお願いしております予

算議案は、議案第１号「令和２年度宮崎県一般

会計補正予算（第６号 」についてであります。）

右側の資料の１ページを御覧いただきたいと

思います。

今回は、国の二次補正予算の臨時交付金等を

活用いたしまして、新型コロナウイルス感染症

対策に関する補正予算をお願いするものであり

ます。

総合政策部の補正額は、一般会計の表の一番

下の合計の欄にございますように、10億7,091

万3,000円の増額であり、補正後の一般会計予算

額は202億1,291万円となります。

次の２ページから16ページにかけて、各課の

。 、事業を掲載しております 内容につきましては

。後ほど担当課長から御説明させていただきます

次に、その他報告事項といたしまして、目次

に記載しておりますとおり、３件の報告事項が

ございます。こちらにつきましても、後ほど担

当課長より御説明させていただきます。

私からは以上であります。よろしくお願いい

たします。

次に、議案についての説明を求○野﨑委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

総合政策課の補正予算○渡久山総合政策課長

案につきまして御説明を申し上げます。

お手元の令和２年度７月補正歳出予算説明資

料の３ページをお開きください。

総合政策課の補正予算につきましては、左か
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ら２列目の一般会計の補正額にありますとお

、 。り 2,590万円の増額補正をお願いしております

補正後の予算額につきましては、右から３列

目、10億9,047万2,000円となっております。

補正の内容につきましては、５ページを御覧

ください。

上から５行目の（事項）県計画総合推進費の

説明欄にございますとおり、２つの新規事業、

ポストコロナ時代における本県のあり方調査事

業、オリパラスポーツ健康フェスタ開催事業で

ございます。事業内容につきましては、常任委

員会資料にて御説明を申し上げます。

。常任委員会資料の２ページをお開きください

ポストコロナ時代における本県のあり方調査

事業でございます。

この事業の目的は、人々の価値観や企業の経

済活動に大きな変容がもたらされるポストコロ

ナの時代において、本県の強みや魅力をさらに

磨き上げるなど、新たな施策づくりが求められ

ますことから、外部有識者の知見を活用して、

本県の強みや課題を整理し、持続可能な地域づ

くりを目指すことにございます。

２ 事業の概要でございますが 予算額は1,540、 、

万円、財源は一般財源、事業期間は本年度１年

となっております。

（４）事業の内容でございます。

①国内外の社会変化について知見を有する外

部有識者 今のところ５名程度を考えており─

ますが にヒアリングを実施し、②、こうし─

た外部有識者の方のスピーチを織り込んだセミ

ナーや意見交換会を、県幹部職員や一般職員、

市町村向けに行いたいと考えております。さら

に、③都市部の住民や企業の意識の変化など、

新たな施策づくりに資するデータや様々な論点

などの抽出を行ってまいります。

調査を行うに当たりましては、様々な外部有

識者とのつながりを有するシンクタンクの情報

を利用し、幅広い視野から進めたいと存じます

が、こうした調査結果を活用し施策につなげて

いく過程は、県が主体的に担うべき部分であり

ます。このため、米印に記しましたように、本

県を取り巻く環境の変化や課題の分析、ポスト

コロナ時代における本県の強みや優位性、課題

や留意点の整理につきましては、この調査を生

かしながら、県としてしっかり議論を深めてま

いります。また、この事業は、次期アクション

プランへの反映等を視野に、中・長期的な視点

に立って、半年程度の時間をかけて調査をいた

します。一方で、来年度の新規事業等について

は、現時点で捉え得る変化の兆しを織り込んで

別途検討を行うことになりますが、そのプロセ

スにおきましても、この調査の過程で得られた

知見等は随時織り込んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、隣の３ページ、オリパラスポーツ健康

フェスタ事業でございます。

この事業の目的は、新型コロナウイルス感染

症の影響で、スポーツを通じた健康づくりへの

県民の関心が高まっているこの機会を捉え、オ

リンピック・パラリンピックと関連づけたイベ

ントを実施し、地域活性化につなげようとする

ものであります。

２の事業概要でございますが、予算額は1,050

万円 財源は一般財源 事業期間は本年度で 12、 、 、

月頃の週末での開催ができないかと考えており

ます。

事業の内容としては、写真で紹介しておりま

すような事例を参考に、スポーツ体験やステー

ジイベントを組み合わせ、来場者が買物等のつ

いでに気軽に参加でき、スポーツの楽しさを感
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。じられるような催物としたいと考えております

また、実施に当たりましては、新しい生活様式

に対応するよう、会場設営や運営に十分配慮す

ることといたします。

３、事業の効果にありますとおり、本事業の

実施に当たりましては、延期されましたオリン

ピック・パラリンピックへの機運醸成を図る効

果も期待しているところでございます。

私からは以上でございます。

秘書広報課の補正予算に○児玉秘書広報課長

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の７ページをお開きくださ

い。

秘書広報課の補正予算は、左から２列目の補

正額にありますとおり、1,452万1,000円の増額

補正をお願いしております。補正後の額につき

ましては、右から３列目、５億1,893万4,000円

となります。

９ページをお開きください。

上から５行目の（事項）広報活動費でありま

す。

説明欄１の新規事業、県政情報発信強化事業

について、別冊の常任委員会資料で御説明いた

します。

委員会資料の４ページを御覧ください。

、 。新規事業 県政情報発信強化事業であります

まず、１の事業の目的・背景であります。県

の情報発信につきましては、去る６月議会にお

きましても御質問をいただきましたが、新型コ

ロナウイルス感染症といった危機事象発生時に

は、迅速・正確な情報発信が大変重要であり、

また、現在取り組んでいる本県経済の再生・復

興に向けた各種施策につきましても的確な発信

が求められております。このため、現在は県の

ホームページに新型コロナ関連の情報を集約し

た特設サイトを立ち上げ対応しているところで

ありますが、より分かりやすく効果的な情報発

信を行うため、ホームページのコンサルティン

グ事業者を公募し、県のホームページ全体の現

状分析を行うとともに、来年度に予定している

ホームページのリニューアルに向けた検討を行

うものであります。

次に、２の事業の概要であります。予算額

が1,452万1,000円、財源は一般財源、事業期間

は令和２年度の単年度であります。

事業内容としましては、ホームページの現状

分析・評価として、アクセス履歴解析等による

利用状況の把握や他都道府県との比較調査を実

施します。また、リニューアルに向けたホーム

ページ設計として、トップページをはじめとす

るページデザインの検討や、県民の方向けや事

業者の方向けといった構成とするなど、サイト

構造の見直し等を行います。

３の事業効果としましては、コンサルティン

グ事業者による専門的・技術的視点からの県ホ

ームページの分析・評価を基に、課題整理や改

善策の検討等を行うことによりまして、多くの

利用者にとって使いやすく、情報発信力の高い

県ホームページとすることができると考えてお

ります。

秘書広報課の説明は以上であります。

それでは、総合交通課の○大東総合交通課長

補正予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の11ページをお開きくださ

い。

総合交通課の補正予算につきましては、左か

、ら２列目の一般会計の補正額にありますとおり

２億3,698万3,000円の増額補正をお願いしてお

ります。補正後の額につきましては、右から３

列目、15億4,471万3,000円となります。
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13ページをお開きください。

上から５行目の（事項）航空交通ネットワー

ク推進費であります。

説明欄１の新規事業、みやざき公共交通需要

回復プロジェクト事業について、別冊の常任委

員会資料で御説明いたします。

委員会資料の５ページをお開きください。

新規事業 みやざき公共交通需要回復プロジェ、

クト事業についてでございます。

まず、１の事業の目的・背景でございます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用

者が著しく減少している公共交通機関の利用回

復のため、公共交通事業者等と県の合同による

「みやざき公共交通需要回復プロジェクト」に

よりまして、イン・アウト両面での利用促進を

展開することで交通需要の早期回復を図るもの

でございます。

２の事業の概要を御覧ください。予算額が２

億3,698万3,000円、財源は一般財源、事業期間

は令和２年度の単年度としております。

事業内容ですが、①、②につきましては、公

共交通事業者等が行います里帰りを対象とした

利用促進事業や、県民の県外旅行を促進する事

業に支援を行うものであります。③の「公共交

通事業者等連携プロモーション事業」につきま

しては、①、②の利用促進キャンペーンや各交

通事業者による感染防止対策の取組などにつき

まして、みやざき公共交通需要回復プロジェク

トとして、県と事業者が一体となったプロモー

ションを実施するものであります。

３の事業の効果でございます。新型コロナウ

イルス感染症の流行状況を踏まえながら、里帰

りによる県外からの来県需要の喚起、あるいは

県民の県外への旅行需要喚起による県間移動を

促進し交通需要を回復することで、観光誘客や

経済、文化交流など、本県における様々な活動

の基盤となります公共交通ネットワークの早期

の完全復便を図ることができると考えておりま

す。

説明は以上でございます。

中山間・地域政○川端中山間・地域政策課長

策課の補正予算について御説明いたします。令

和２年度７月補正歳出予算説明資料の15ページ

をお開きください。

中山間・地域政策課の補正予算額は4,154

万6,000円の増額補正で 補正後の額は７億5,405、

万4,000円となります。

17ページをお開きください。

上から５行目の（事項）中山間地域活力再生

支援費の説明欄の１、新規事業、中山間地域新

生活・物流スタイル推進事業、続きまして、次

の（事項）移住・定住促進費の説明欄の１、新

規事業、ひなたで暮らそう～移住促進用空家利

活用強化事業及び説明欄の２、新規事業、地域

人材受皿構築モデル調査事業の３事業でござい

ます。

事業内容につきましては、別冊の常任委員会

資料にて御説明いたします。

。常任委員会資料の６ページをお開きください

まず、中山間地域新生活・物流スタイル推進

事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、中山間

地域でのポストコロナ社会の在り方を見据え、

買物密にならない販売形態であります移動スー

パーの開業等への支援を行うとともに、将来的

なドローン配送実現を目指すための実証実験を

行うものであります。

次に、２の事業の概要であります。予算額

は1,467万4,000円であり、全額一般財源を予定

しております。
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事業内容でありますが、まず①は、中山間地

域において移動スーパーを開業する事業者等に

対して、車両購入等に要する経費の一部を補助

するものであります。次に②は、中山間地域に

おいて、ドローンの有効活用ができる地域の調

査を行うとともに、実証実験に取り組むもので

あります。

３の事業の効果であります。移動スーパーへ

の支援により、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止と地域経済の循環に寄与するととも

に、従来から中山間地域の課題でありました買

物難民の解消を図るものであります。また、ド

ローン配送に必要な調査・実証実験を行うこと

で、急峻な地形に分散して居住する住民の多い

本県山間部での生活の持続可能性が高まること

が期待されるものと考えております。

続きまして、７ページを御覧ください。

ひなたで暮らそう～移住促進用空家利活用強

化事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、新型コ

ロナウイルス感染症収束後に地方暮らしへのニ

ーズが高まることが期待される一方で、県内の

特に中山間地域では受入れのために活用できる

空き家等が少なく、不動産業者もいないことか

ら、企業や団体の専門的な知見から地域におけ

る空き家の調査やニーズ分析、セミナー等を実

施することで、空き家所有者に活用に向けた具

体的な道のりを示し、移住者の受入れ体制を強

化するものであります。

次に、２の事業の概要であります。予算額

は1,359万6,000円であり、全額一般財源を予定

しております。

事業内容でありますが、まず①は、空き家所

有者、移住希望者双方にヒアリングを行った上

で、各地域ごとにニーズの分析や活用法の検討

を行うものであります。次に②は、建築士等の

専門家を講師に招き、空き家を活用する具体的

な手続等についてのセミナーを開催し、利活用

に向けた啓発を行います ③は 下の空き家マッ。 、

チングサイトのイメージを御覧ください。本県

で運用しております従来の空き家バンクでは、

物件を掲載して、希望者からの連絡を待つ受け

身の形でやっておりましたが、下の本事業で取

り組むマッチングサイトでは、移住希望者側に

希望する物件情報を登録していただく形となり

ますので、市町村の担当者は希望の条件を把握

した上で、ターゲットを絞り込んで掘り起こす

。 、ことが可能になるものと考えております また

上の２の（４）③の最後の行に記載しておりま

すとおり、このサイトには、市町村有のワーク

スペースやお試し滞在施設等も一覧で掲載する

予定にしております。

３の事業の効果であります。県内の移住者受

入れ体制を強化し、コロナ収束後の本県への移

住促進が期待されるものと考えております。

８ページを御覧ください。

。地域人材受皿構築モデル調査事業であります

１の事業の目的・背景でありますが、コロナ

の感染リスクが少ない地方の魅力や暮らしへの

関心が高まる中、都市部から移住してきた若者

等をマルチワーカーとして活用する雇用の在り

方を検討するとともに、その受皿である特定地

域づくり事業協同組合 これは今年６月に施─

行されました、特定地域づくり事業推進法に基

づく新たな制度でございますけれども、この実

現に向けて取り組む市町村を支援するものであ

ります。

この事業協同組合の内容は、下のポンチ絵に

て御説明します。ポンチ絵のタイトル下の左側

にありますとおり、人口急減地域では年間を通
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じた仕事が少なく、一定の給与水準を確保でき

ないといった課題がありますことから、この特

定地域づくり事業協同組合制度によりまして、

地域全体の仕事、農林漁業や加工、観光等のそ

れぞれ繁忙期の異なる複数の事業を組み合わせ

て年間を通じた仕事を創出し、組合で雇用した

職員を事業者に派遣する形となります。

制度概要にありますとおり、対象地域は人口

急減地域となっておりまして、対象となる団体

は、この制度により県の認定を受けた中小企業

等協同組合法に基づく事業協同組合となってお

ります。

右下の運営費の財源構成を御覧ください。

組合運営費の２分の１を派遣料収入で賄い、

下の残りの２分の１を市町村が支援します。市

町村の支援分のうち４分の３、全体の８分の３

については国の財政支援があり、市町村の負担

は全体の８分の１程度になります。

県内におきましても、幾つかの市町村がこの

制度に関心を持っておりますけれども、年間を

通じて仕事量を確保できるのか、また隣接の市

町村との広域実施ではどうかという点をまず検

討したいとの声がありますので、本調査事業を

お願いするものです。

上の２の事業の概要にお戻りください。予算

額は1,327万6,000円であり、全額一般財源を予

定しております。

（４）の事業内容でありますが、まず、①で

は、設立を希望している市町村を対象に、実施

可能な規模や事業所数・運営主体の在り方等を

調査するとともに、運営モデルを作成します。

②では、①の調査で実施可能という結果が出た

場合に速やかに設立準備を進められるよう、組

合の設立準備や事業者の調整等に係る費用を対

象に市町村への補助を行います。今年度中に設

立準備まで進む市町村は少ないと思われますこ

とから、100万円を限度に１市町村分を計上して

いるところです。

３の事業の効果ですが、コロナ収束後におけ

る都市部から本県への人材確保を促進するとと

もに、時期により人材不足が生じる産業におけ

る労働力の確保と地域経済・コミュニティの活

性化につなげたいと考えております。

当課からの説明は以上であります。

産業政策課の補正予算に○甲斐産業政策課長

ついて御説明いたします。

お手元の令和２年度７月補正歳出予算説明資

料の19ページをお開きください。

産業政策課の補正予算額は４億4,500万円の増

額補正で、補正後の額は14億1,271万1,000円と

なります。

21ページをお開きください。

上から５行目の（事項）産業政策総合推進費

であります。説明欄の２本の新規事業、フード

ビジネス産業基盤強化事業及び「ジモ・ミヤ・

めし」飲食店応援事業について、別冊の常任委

員会資料にて御説明いたします。

。常任委員会資料の９ページをお開きください

新規事業、フードビジネス産業基盤強化事業

であります。

１の事業の目的・背景でありますが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による国内外情勢の

変化や新たな消費者ニーズへ対応するため、食

品加工事業者が行う製造ラインの導入や機器の

購入等に要する費用の補助、また専門家による

伴走支援を行うことによりまして、フードビジ

ネス振興構想に掲げる産地加工や販路拡大に向

けた事業者の取組を促進し、フードビジネス産

業の基盤強化を図るものであります。

次に、２の事業の概要であります。予算額は
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４億1,500万円であり、全額一般財源を予定して

おります。

事業内容につきましては、下の事業イメージ

で説明いたします。

本事業は、食品加工事業者への支援ノウハウ

を有する中小企業団体中央会に対しまして間接

補助を行います。中央会は、各事業者に対して

専門家による助言・指導の伴走支援を行いなが

ら、今回の情勢変化に対応するための機器の導

入に対し、補助率３分の２、上限2,000万円の補

助を行うものであります。想定される対応事例

としましては、図の右にありますように、レス

トラン向けから家庭用向けへの出荷の受注増に

対応する生産ラインの切替えや新設、あるいは

鮮魚や生鮮野菜の販路確保のための缶詰製造ラ

インの導入等があるものと考えております。

本文に戻っていただきまして、３の事業の成

果でありますが、関係団体と連携した食品加工

事業者への支援を通じ、本県が推進するフード

ビジネス産業の基盤強化を図ることができると

考えております。

次のページをお開きください。

新規事業 「ジモ・ミヤ・めし」飲食店応援事、

業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、新型コ

ロナウイルスの影響により深刻な打撃を受けて

いる飲食店の利用促進を図るため、感染症対策

に取り組み、安心して訪れることができる県民

イチ押しの飲食店のグルメ情報を県民総選挙に

より収集し、現在、応援消費の合い言葉として

活用しているジモ・ミヤ・ラブと連動したジモ

・ミヤ・めしとして広く発信するものでありま

す。

次に、２の事業の概要であります。予算額

は3,000万円であり、全額一般財源を予定してお

ります。

事業内容につきましては、県民総選挙を行う

ことにより、改めて県民に自分たちの地域の貴

重な飲食店の価値を再認識していただくととも

に、県民から収集したイチ押しの情報をパンフ

レットや特設ホームページ等で県内外に広く発

信するものであります。

３の事業の効果であります。地元飲食店の取

組や情報を県民や観光客向けに発信することを

通じて、新型コロナウイルスの影響で落ち込ん

でいる外食需要の回復・拡大を図ることができ

るものと考えております。

なお、ページの下の部分に、参考として、４

年前に実施した宮崎おススメし総選挙の概要に

ついて記載しております。前回は、観光業界か

らの増刷要望を頂くなど大きな効果もありまし

、 、たことから 今回お願いしております事業では

内容の充実を図りますとともに新型コロナウイ

ルスの感染防止のための対策にも取り組みなが

ら、県民と一体となって県内の飲食店を応援し

てまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

生活・協働○山崎生活・協働・男女参画課長

・男女参画課の補正予算につきまして御説明い

たします。

お手元の令和２年度７月補正歳出予算説明資

料の23ページをお開きください。

生活・協働・男女参画課の補正予算につきま

しては、左から２列目の一般会計の補正額にあ

りますとおり、6,285万円の増額をお願いしてお

ります。補正後の額につきましては、右から３

列目、５億2,183万4,000円となります。

25ページをお願いいたします。

今回、補正予算でお願いする事業は、上から

５行目の（事項）ボランティア活動促進事業費
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の説明欄にあります新規事業、地域を支えるＮ

ＰＯ草の根活動支援事業及びその下の（事項）

、消費者支援対策費の説明欄にあります新規事業

消費者の安全・安心を守る対策強化事業であり

ます。事業内容につきましては、常任委員会資

料で御説明いたします。

常任委員会資料の11ページをお願いいたしま

す。

新規事業、地域を支えるＮＰＯ草の根活動支

援事業でございます。

、１の事業の目的・背景についてでありますが

新型コロナウイルスの影響を受け、厳しい運営

環境にありますＮＰＯ法人に対しまして、地域

住民のニーズに応える社会貢献活動を継続して

もらうため、その活動を支援するものでありま

す。

２の事業の概要でありますが （１）の予算額、

、（ ） 、 、は3,800万円で ２ の財源は一般財源 また

（３）の事業期間は令和２年度の単年度であり

ます。

（４）の事業内容は、下の図で御説明いたし

ます。

、①の地域を支えるＮＰＯ支援事業としまして

マスク、消毒液など感染防止に必要な物資購入

やリモート会議に必要な経費等、新しい生活様

式に対応するための取組を行うＮＰＯ法人に対

しまして、みやざきＮＰＯ・協働支援センター

を経由して、５万円を上限として定額補助する

ものであります。

また、その下の②の草の根活動支援事業とし

まして、新型コロナウイルスの影響により、様

々な困難に直面している人、団体、地域を支援

するため、中ほどの事例にありますような多種

多様な地域のニーズに応えるＮＰＯ法人の取組

に対しまして、120万円を上限として定額補助す

るものであります。

上に戻っていただきまして、３の事業効果と

しましては、県内のＮＰＯ法人におきまして、

地域での社会貢献活動や多様な住民ニーズに応

える公益活動の担い手としての活動の維持・継

続が図られるものと考えております。

12ページをお願いいたします。

続きまして、新規事業、消費者の安全・安心

を守る対策強化事業であります。

、１の事業の目的・背景についてでありますが

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法の手口

やその対応策につきまして、被害に遭いやすい

高齢者や若者並びにその見守り者への啓発を強

化しますとともに、消費生活センターにおける

対面相談に伴う感染防止のための環境整備を図

るものであります。

２の事業の概要でありますが （１）の予算額、

は2,485万円で （２）の財源は一般財源、また、

（３）の事業期間は令和２年度の単年度であり

ます。

（４）の事業内容ですが、①の啓発強化事業

としまして、テレビ及びラジオＣＭの放送やリ

ーフレットの作成・配布によりまして、新型コ

ロナウイルスに便乗した悪質商法の手口やその

対応策について、適切な情報発信や啓発の強化

を図るものであります。

また、②の消費生活センターの相談環境の改

善としまして、サーモグラフィーカメラの設置

や空調機器の増設整備により、感染防止対策の

強化を図るものであります。

３の事業効果としましては、悪質商法による

被害の未然防止に必要な情報発信や啓発活動を

行いますとともに、消費生活センターの環境整

備により新型コロナウイルス感染リスクの抑止

を図り、県民の安全で安心な消費生活の維持に
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つなげることができるものと考えております。

生活・協働・男女参画課の説明は以上です。

みやざき文化振○兒玉みやざき文化振興課長

興課の補正予算案について御説明いたします。

歳出予算説明資料の27ページをお開きくださ

い。

みやざき文化振興課の補正額は、左から２列

目、補正額の欄でありますが、１億114万7,000

。 、円の増額をお願いしております 補正後の額は

右から３列目の欄、85億6,669万5,000円となり

ます。

29ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）文化活動促進費、説

明欄の１、文化の灯を絶やさない！文化芸術応

、 、援事業でありますが 事業内容につきましては

後ほど常任委員会資料で説明させていただきま

す。

、 （ ） 、 、次に 下の 事項 私学振興費 説明欄の１

私立学校振興費補助金の教育改革推進特別経費

補助2,400万円につきましては、新型コロナウイ

ルスの影響により、臨時休業を行った私立学校

が補習等を行うための学習指導員の配置に要す

る経費を支援するため、増額補正を行うもので

あります。

次に、説明欄の２、私立高等学校等授業料減

免補助金の高等学校等312万円についてでありま

す。これまでも私立学校が行っております授業

料の減免に対し補助を行っておりますが、新型

コロナウイルスの影響により家計が急変し、授

業料の減免を受ける世帯の増加が見込まれます

ことから、増額補正を行うものであります。

次に、説明欄の３、私立高等学校等就学支援

金の（１）奨学のための給付金1,776万円につき

ましては、奨学のための給付金 これは授業─

料以外の教育費に充てるものですが を受給─

します低所得世帯を対象として、オンライン学

習に係る通信費の支援が国において支援内容に

追加されたことから、所要額についての増額補

正を行うものであります。

次に、説明欄の４、宮崎県私立学校感染症対

策緊急支援事業でありますが、事業内容につき

ましては、常任委員会資料で説明させていただ

きます。

。常任委員会資料の13ページをお開きください

新規事業、文化の灯を絶やさない！文化芸術

応援事業であります。

１の事業の目的・背景ですが、今般のコロナ

ウイルスの感染拡大の影響により、活動自粛を

余儀なくされた文化芸術活動の再開支援や、新

しい生活様式に基づいたモデル公演の実施につ

いて支援を行いますとともに、この秋完成予定

の宮崎駅前の広場などを利用しまして、文化芸

術を核としたイベントを実施することにより、

県民に活力を与え、地域の活性化を図るもので

あります。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は5,064万3,000円で、財源は一般財源でありま

す。

事業内容でありますが、まず、①の県内文化

芸術活動継続支援事業として、文化芸術団体等

の活動再開に要する経費を支援するとともに、

感染症の専門家のアドバイスの下、３密のリス

クを回避した取組を展開します音楽や演劇など

のモデル公演の実施を支援し、他の団体の参考

にしてもらうこととしております。

次に、②の文化の力で県民応援みやざきアー

トフェスティバル実施事業であります。この秋

に完成する宮崎駅前の広場等を活用し、感染症

対策をしっかり行った上で、文化芸術団体の発

信の場として、文化芸術の力で県民に活力を与
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えるようなイベントを行いたいと考えておりま

す。

最後に、３の事業の効果でございますが、県

内文化芸術活動の維持・継続を図るとともに、

文化芸術における、コロナとともに生きていく

社会を実現してまいりたいと考えております。

14ページを御覧ください。

新規事業、宮崎県私立学校感染症対策緊急支

援事業であります。

１の事業目的・背景ですが、コロナウイルス

感染症の影響の長期化に備え、生徒が安心して

学習できる教育環境を整備するため、私立高校

が医療機関実習の代替として行う学内での看護

実習や、専修学校等における感染症対策に対し

て支援を行うものです。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

、 。は562万4,000円で 財源は一般財源であります

事業内容としましては、私立高校の看護科が

医療機関等での実習の代替として学内で実習を

行う際に必要な教育資材の購入・リースや、実

習助手の任用に必要な経費の支援を行うことと

しております。また、②の事業では、専修学校

及び各種学校におけるマスク等の保健衛生用品

の購入に必要な経費の支援を行うこととしてお

ります。

最後に、３の事業の効果としましては、私立

学校におけるコロナウイルス感染症対策に対す

る支援を行うことにより、生徒が安心して学習

できる環境を構築することができるものと考え

ております。

みやざき文化振興課の説明は以上でございま

す。

国○坂元国民文化祭・障害者芸術文化祭課長

民文化祭・障害者芸術文化祭課の補正予算につ

きまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の31ページをお開きくださ

い。

国民文化祭・障害者芸術文化祭課の補正予算

につきましては、左から２列目の一般会計の補

正額にありますとおり、１億1,296万6,000円の

増額補正をお願いしております。補正後の額に

つきましては 右から３列目 12億2,908万5,000、 、

円となります。

33ページをお開きください。

上から５行目の（事項）文化交流推進費であ

ります。説明欄１の新規事業、国文祭・芸文祭

みやざき2020気運醸成事業につきましては、別

冊の常任委員会資料で御説明いたします。

委員会資料の15ページをお願いいたします。

新規事業、国文祭・芸文祭みやざき2020気運

醸成事業でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大により、来年の

７月から10月に延期いたしました本県の国文祭

・芸文祭につきましては、県及び市町村の実施

する事業は、基本的に新たな会期内へ移行する

方向で調整を行っているところであります。こ

のような中、市町村の中には、今年度、地域復

興のシンボルとして実施したいと考えているプ

ログラムもありますことから、県といたしまし

ては、これらを支援するとともに、県のプログ

ラムにおきましても、ポストコロナの状況下で

のイベント実施のモデルケースとして試行する

ことによりまして、延期となった大会本番に向

けた機運の醸成を図るものであります。

２の事業の概要ですが、予算額は１億1,296

万6,000円で、財源は一般財源、事業期間は令和

２年度の単年度であります。

事業内容でありますが、①は、市町村実行委

員会への支援といたしまして、感染症対策など
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追加で発生する経費に対する支援のほか、今年

度の実施について提案のあったプログラムに対

する支援を行うものであります。

②は、県実行委員会主催事業として、新しい

生活様式を踏まえ、芸術文化の新しい形での発

信・表現を提案できるようなプログラムを実施

するほか、地域経済の活性化のため、国文祭・

芸文祭のテーマに沿った旅行商品の造成などを

行うものであります。

③は、ＰＲ強化事業といたしまして、会期変

更に伴う機運の醸成を図るため、各種媒体を活

用した広報・啓発のほか、ガイドブックやポス

ターなど大会関係の広報物等の製作を行うもの

であります。

３の事業効果といたしましては、県及び市町

村において、新たなプログラムが実施されるこ

とにより、新型コロナウイルス感染症により落

ち込んだ県民の文化に対する意識を引き上げ、

本番大会に向けた芸術文化の立ち上がりを発信

することができるほか、新しい生活様式など各

種ガイドラインを意識しながら文化イベントを

実施することにより、本番に向けた課題の整理

や安心、安全に大会本番を迎える環境を整備す

ることができるものと考えております。

説明は以上であります。

情報政策課の補正予算に○鎌田情報政策課長

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の35ページをお開きくださ

い。

情報政策課の補正予算額は、左から２列目の

一般会計の補正額にありますとおり、3,000万円

の増額補正をお願いしております。補正後の額

につきましては、右から３列目の欄ですが、13

億6,228万3,000円となります。

37ページをお開きください。

上から６行目の（事項）地域情報化対策費で

あります。説明欄にあります新規事業、ＩＣＴ

を活用したポストコロナ時代の課題解決実証事

業につきまして、別冊の常任委員会資料で御説

明いたします。

。常任委員会資料の16ページをお開きください

ＩＣＴを活用したポストコロナ時代の課題解

決実証事業であります。

１の事業の目的・背景ですが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大により、県民生活や地域経

済にこれまでになかった様々な課題が生じてお

りますので、ＩＣＴを活用し、こうした地域の

課題解決を図る取組・挑戦を支援・後押しする

ことによりまして、持続可能な経済・社会づく

りの加速化を図るものであります。

、 、２の事業の概要ですが 予算額は3,000万円で

財源は一般財源、事業期間は令和２年度であり

ます。

、 、事業内容でありますが ＩＣＴ関連事業者が

、ユーザーとなります県内企業等と協働して行う

ポストコロナ時代の課題を解決するためのシス

テムづくり・実証に要する経費を支援するもの

であります。

３の事業の効果としましては、民間事業者等

が有するスピード感と独創的なアイデアを活用

し、ＩＣＴの持つ強みを生かした取組を支援す

ることで、ポストコロナ時代の持続可能な経済

・社会づくりの加速化が図られるものと考えて

おります。

一番下に、事業の例としまして、オンライン

によるバーチャルバスツアーなどを記載してお

りますが、これは現時点で想定される事例を示

したものでありまして、実際にはＩＣＴ関連事

業者等に様々なアイデアを提案していただくこ

とになります。
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説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

総合政策課のポストコロナ時代に○来住委員

おける本県のあり方調査事業に関連してですけ

れども、６月議会で坂口委員が一般質問で取り

上げられていたと思うんですが、全国の保健所

が半分ぐらいに減ってきているわけですよね。

もちろん、このコロナの問題は一つの自治体だ

、 、けの問題ではなく 国際的な問題でありまして

なぜコロナの問題がここまで広がったのか、そ

して新たなウイルスがまた発生したときに、人

類はそれを止めることができるのかということ

が大きな問題になっています。

現実には、例えば、イギリスのサッチャー元

首相は、社会なんてものはないんだと、個人の

責任だという立場から、ずっといわゆる合理主

義的に物事が進められてきました。その最大の

元祖はアメリカです。アメリカは御承知のとお

り、皆保険制度がないですよね。それで大変多

くの方々が亡くなっているわけです。

そして、イギリスの首相は、彼自身がコロナ

にかかって、一時は危篤状態じゃないかと言わ

れていたんですけど、元気になられて、彼が何

を言ったかといったら、社会はあったと言った

んです。つまり、以前のサッチャー元首相のや

り方について異議を申し立てたんです。

国内においても、一番大きいのは、医療費が

日本の財政を駄目にするということで、医療費

の抑制がずっと進められてきた。ベッド数を減

らしていけば当然医療費は下がっていきますか

ら、ベッド数が相当減らされた。そういう問題

と関連して、保健所も全国で半分ぐらいになっ

ていると思います。

お聞きしたいのは、ポストコロナ時代におけ

る本県の今後の在り方について、有識者５名の

方にヒアリングを実施すると。それは非常に大

事だと思うんですけど、皆さん、もちろんされ

ていると思うんですが、例えば６月議会でも、

保健所の問題とかについて意見が出されたんで

すけど、僕はもっと皆さん自身の中でどうある

べきかということを議論していかないとまずい

んじゃないかなと正直思うんです。とにかく目

先の利潤を追求するというところから、合理的

に 分かりやすく言えば、もうからないもの─

はどんどん削ると。だから、医療だとかそうい

うものがずっと削られてきました。東京なんか

は本当に厳しい状況で、この前はもう医療崩壊

の寸前まで来ました。ＩＣＵのベッド数なんか

も、国際的に見たら日本はものすごく少ないん

です。

ですから、そういうことも含めて構造改革が

ずっと行われてきまして、その最たるものが、

やっぱり労働関係だと思います。労働関係で、

いわゆる派遣労働がずっと進められてきた。そ

ういうところに今回も一番被害が出ていて、現

在でも、休職している、仕事がないという人が

数百万人いると思うんですけど、そのほとんど

は いわゆる非正規の方々がそういう状況になっ、

ている。僕がお願いしたいのは、そういうこと

を含めて、やっぱり県庁内でのそういった研究

をしていただきたい。もちろんされていると思

うんですけど。

ですから、今改めてそこを見直していかない

と、第２波、第３波が来る、またはコロナでは

なくて新たなウイルスが発生 ウイルスはも─

ともとあったわけですけれども、結局、人間が

、もうけるためにどんどん自然を開発していって

そして動物と人間との距離が非常に近付いてき

たことによって起こった。それは東南アジアだ
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けではなくて、アフリカなんかでも相当森林が

開発されて、エボラ出血熱なんかもそこから起

こったんじゃないかと言われているんです。だ

から、そういうものが今見直されないと、問題

の解決にならないのではないかなと思うもので

すから。

皆さんは、今から、こういうヒアリングをし

ていくと思うんですけれども、皆さん自身の意

見とかそういうものは、県議会と皆さんとの関

係では、一般質問や代表質問をされるとか、委

員会での発言とかに限られますよね。これだけ

で議論するということはないですから。そうい

う意味では、庁内でもっと本格的な議論をして

いただきたい。全国の、あれは医師会の会長で

はなくてもう１人の方でしたが、医療はベッド

数に余裕がなかったら絶対に駄目だと。今回の

ように、ベッド数に全然余裕がないところで深

。刻な事態になるということを話されていました

それは、別に保守とか革新とかは問わず、そう

いう意見が出されているんです。

そういう意味で、僕が言わんとすることは、

確かに識者たちの意見は非常に大事だと思うん

ですが、職員の皆さんも僕は識者だと思ってい

るんです。長年、県庁にいらっしゃって、ずっ

と宮崎県のことを見てきている方々ですから。

そういう点での今後の在り方、姿勢としてはど

うなんでしょうか。

外部有識者の御意見を○渡久山総合政策課長

聞くことも大切だけれども、県庁内、要は職員

も一丸となってこういう検討をする必要がある

のではないかという御意見でございますが、私

どもも、そのような観点でしっかりと議論をし

ていくことが大切だと思っております。

この調査事業につきましては、先ほど２の

（４）の米印の説明のところで少し触れさせて

いただきましたけれども、この調査は、我々の

考えが及ばないような分野、あるいはこの下に

書いてありますデジタルシフトや地方回帰とい

うことで様々な変化が生じてくる、こういった

ものについて、我々の知見を超えたような部分

のもあり得る。そういったことについて研究を

している方、あるいは様々な分野で先行的な知

見を有していらっしゃる方などの意見を参考と

してお聞きし、講演にお招きし、共有していく

ということを考えております。

ただ それは一つの材料でございまして おっ、 、

しゃるとおり、この調査と並行して、我々の中

で、ここに書いていますような本県の環境の変

、 、化などに課題の分析 それから強みとか優位性

課題をしっかり整理して、それをどうやって政

、 、 、策に生かしていくのか それは ほかでもない

我々がしっかりと議論をしなければならない部

分だと思っております。

今回のこの事業につきましては、そういう検

討を進める材料を多方面から得る手段の一つと

いうことで、提案をさせていただいたところで

ございます。

聞くところによると、大阪市には○来住委員

一つしか保健所がない。橋下徹氏が減らし過ぎ

たということで自己批判していましたよね。

そういうことを含めて、やっぱり県内のこと

は皆さんが一番よく理解されていて、一番全て

をつかんでいらっしゃる、歴史的にもつかんで

いらっしゃるわけですから。そういう点では、

本当にそういう立場から責任を果たしてほしい

なと。もちろん、我々議員にも当然その責任は

あるわけですけれども、ぜひ、その点は改めて

お願いしておきたいと思います。

御指摘ありがとうござ○渡久山総合政策課長

います。しっかりと県庁内にある様々な知とか
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経験も含めて議論をし、新たな時代に備えてい

きたいと考えております。

関連ですけど、エリザベス女王が○坂口委員

コメントを出したときかな、最後に、ソーシャ

ルディスタンスに関して「また会えます、また

会いましょう」と言ったんです。だから、ソー

シャルディスタンス、あるいはここにあるポス

トコロナ時代というのは一時的なものという考

えで、定着ではないということが基本にあるの

かなと理解しているんですけど、ここでまず、

それをどう位置づけておられるのか。

今後、ポストコロナ時代というものは、ここ

で終着させる、完成型を目指すのか、今の時代

に行かざるを得ないところに行くということな

のかが見えづらい。それによって、今後、対応

すべきことはものすごく変わってくると思うん

です。

なぜそんなことを言うかというと、県民生活

や経済活動等を継続・発展させていくためには

ということが目的の中にうたってあるんですけ

れども、例えば、県民生活において、ソーシャ

ルディスタンスとなったらやっぱり県民の精神

的な部分に及ぼすところというのは計り知れな

いし、予測が難しい。そのことについて専門家

にどう相談されて、そこからどういうものが出

てきたときどんな対応するんだという、その心

構えがあるのかということ。

例えば、コロナによってスポーツでもあるい

は芸能・芸術でもですけど、巣籠もり生活とい

うことが極端に言われだしました。一方で、引

きこもりがものすごく深刻な社会問題になって

いて、これに一生懸命対応している。この人た

ちは、自分の心の中の葛藤でなかなか心を開か

ない。ようやく開きかけた人たちの中で、また

。 、閉じた人たちも随分いると思うんです これは

その人の心をまた開かせるとなったときは、か

なり深刻です。

だから、こういったものも分析をしながら、

こういう状況が今後ソーシャルディスタンスで

どう出てくるのか。また会いましょうの世界に

戻らないと、やっぱり人間というのは、大切な

ところはそこ。県民生活の中の物質的な面だけ

ではなくて、精神的な面もかなり重要だという

ことで責任を持った答えが出せる専門家を５人

ぐらい想定されているのかどうかが疑問なんで

す。５名というのが、単なる数として５人ぐら

い欲しいということなのか、こういった専門家

の方々がいて、ある程度こういう分野で的確な

答えを期待できるだろうということでこの事業

、 。を予定されているのか そこはどうなんですか

この事業につきまして○渡久山総合政策課長

は、コロナということで言いますと、疫学的な

部分と社会学的な部分があろうかと思いますけ

れども、主な変化として、ここに書いています

ように、デジタルシフトとか地方回帰とか、あ

るいは地域社会への回帰のようなものが起こっ

てくるのかなと。そういった社会学的な観点か

ら専門家の御意見を聞いていくことを一つの主

眼にしたいとは思っております。

その中で、今おっしゃいましたような新しい

生活様式とか、あるいは分散型社会の動きとか

デジタルシフトというものがどういう影響を与

えていくのか、そういったことを、我々も業務

の中で今回いろいろな経験をさせていただきま

したけれども、それを超えた形でより大局的な

見方をする方々を、そういった分野から５名程

度 シンクタンクの知恵も借りながら選んでいっ、

て、これを一つの材料として議論を深め、県と

しての方向性をつくっていきたいというもので

ございます。
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それでもちょっと見えづらいんで○坂口委員

すけれども、例えばデジタルの時代に向けてと

か、それから今回の地方回帰というような国民

、 、全体の中に芽生え始めた意識 そういった中で

具体的にはまず企業誘致、宮崎に来る企業で雇

用の場を確保する、経済を活性化させていこう

。というのが大きい目的としてあると思うんです

一方では、先日の集中豪雨で言われたように、

企業としては、リスク管理をやりながら幾つか

拠点を持っていこうというようなこともある。

今までの本県の売りは、鎌原副知事も言われ

たけど、県民性はやっぱり日本一だと、それは

心の問題、精神面ですよね。完全にデジタル化

していって ディスタンスを取られたとき やっ、 、

ぱり宮崎がいいなという評価のために、その強

みというものをいかに残していくか、あるいは

記紀編さん1300年をベースに、精神文化で宮崎

はしっかりしたものを構築していくんだと、こ

れはやっぱり人が家に籠もっていてはなかなか

生かせないと思うんです。本当に全国に誇れる

ような、本県が武器にできるようなものをしっ

かり踏まえた上でポストコロナ時代というもの

を構築していかないと、どこからも拾われない

県になってしまうリスクがある。今後、地域間

競争で、協力関係じゃなくて、食い合いの関係

になっていくわけでしょう。そのとき、今まで

の常識で、宮崎はやっぱりいいよなと言われて

いたものがあった、地方はいいよなと言われて

、 。 、いたものがあった それは精神面です だから

それをなくしてやっていくとなると、これはか

なりの作業をしないと競争に負けてしまうので

はないかなという懸念をすごく持っているんで

す。

だから 専門家の意見なりいろんな分析をやっ、

ていくには、まずそこがベースで、そして、地

方回帰で宮崎にとか、来たからには宮崎から逃

さない。最終的には定着するであろうポストコ

ロナ時代です。エリザベスが言うように、また

会いましょうということで東京に帰られてはた

まったもんじゃない。そこを間違わないように

しないと、県民もかなり迷ったり、また新たな

混乱を生じたりする。杞憂ならいいけど、そこ

をものすごく心配しているんです。

言われたように、引きこもりの人たちとか、

あるいは巣籠もりせざるを得ない状況がある。

巣籠もりせざるを得ない状況で、今まで父ちゃ

ん元気で留守がいいと言っていた家庭に入って

くるわけです。ＤＶの問題も、今深刻になって

きている。そうなると、来住委員が言われたよ

うに、保健所の数も必要、専門医の数も必要、

。そういった基盤をしっかり整備していかないと

今の宮崎のそういった基盤と一緒ですよ。やっ

ぱり負けてしまうと思うので、これは、かなり

大がかりな、そして相当グレードの高い調査事

業をやらないとちょっと心配だなと思うんです

、 。けれども そこら辺はどう考えておられますか

おっしゃるとおり、デ○渡久山総合政策課長

ジタル化とかソーシャルディスタンスが県民に

与える影響とか残していく痕跡が、実際にどの

程度残っていくのかというのがなかなか見通せ

ない中ではありますけれども、今おっしゃった

ような、負荷がかかる部分 今、引きこもり─

の傾向にあった方が出てこようとしていたけれ

ども、また戻らなければならなくなってしまっ

、 、たような負の部分にも目を向けながら しかし

おっしゃるように、ここを一つのきっかけとし

て宮崎のよさを売り出して、しっかりと引きつ

けるものを訴えていかなければならない、非常

に難しいかじ取りが生じると思います。

そういう負の部分と、それから打ち出す部分
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との両面があるということをしっかり我々も心

にとどめて議論をしていく、そしてそういう専

門家の方と話をしていく必要があると考えてお

ります。どうも御指摘ありがとうございます。

くどくなりますけれども、ネット○坂口委員

社会での絆というものはものすごく不安定で、

一気に敵になったり味方になったりする。やっ

ぱり絆というものは、一緒に汗を流したり、喜

んだり、つらい思いしたりというのが絆だと思

うんです。

それと、地域回帰、田舎回帰と言うけど、考

えてみてください。地方の時代と言われて、宮

崎県がちょっと頑張ったときに、お前の時代が

来るぞと、そうか宮崎の時代かと、何十年も待

たされて何も来なかったです。地方の時代って

。 、 、声高にずっと叫んできたんです そして ああ

俺らの時代が来るのかと、よかったなと、いつ

の間にか70歳になっちゃいました。

だから、ここはよほどしっかりしないと、言

葉に踊らされたり、麻痺したら駄目だと思うん

です。今回こそ、本当に強いものをつくる。コ

ンパクトでもいいじゃないですか。壊されない

もの、壊れないもの、宮崎だからできるもの、

そのためには宮崎から何をなくしては駄目か。

さっきから言いますように、ここはやっぱり精

神面です。心の面をなくしたら、宮崎の強みは

かなり微妙だなという気がするものですから。

そこは、全国のマニュアルどおりじゃなくて、

やっぱりオリジナル。宮崎の環境整備はどうあ

るべきか、そして、そこで定着させ得るもの、

時代がどう変わろうとこれは宮崎でしか成立し

ないというぐらい強いものを目指しての事業

じゃないと駄目じゃないかなと。これは今から

始まることだから分からないけど、そこは強く

求めておきたいと思います。

気になるのは、５名程度の外部有○丸山委員

識者にヒアリング等をするということなんです

が、全然イメージが湧かないんです。だから、

どういった方々をイメージをされているのかが

もう少し具体的に分かると、この事業でどうい

うことを調査していくんだなということは分か

るんですが、あまりにも漠然とし過ぎていて分

からないので、その辺をちょっと教えていただ

くとありがたいかなと思っています。

具体的にどの方という○渡久山総合政策課長

ことを絞り込んでいくのはこれからではござい

ますけれども、１つの例としましては、分散型

システムへの転換が必要であるというようなこ

とをおっしゃっている京都大学のこころの未来

研究センターの広井先生など、日本の働き方、

都市と地方との関係を含めた分散型社会の構築

を目指すべきではないかという研究をしてい

らっしゃる方がいらっしゃいます。あるいは、

共感といいますか、先ほど、コミュニティ、人

と人とのつながりという部分がありましたけれ

ども、従来見過ごされてきた人と人とのつなが

りについての社会的な価値をしっかりとポスト

コロナの時代において重視していかなければな

らないというふうなことを訴えていますソー

シャルベンチャーの活動をされているような方

々とか、そのような方々の知見なども聞きなが

ら、研究をしていきたいと思っております。

非常に重要な人選になると思いま○丸山委員

すので、しっかり人選していただくとありがた

いと思っております。また、県の統計調査課は

統計ＢＯＸという県内の状況等を簡単にグラフ

化できるようなシステムをつくっています。そ

ういうものを有効的に活用して、こういう有識

者の方々にも情報を提供する。また、そういう

ものを活用して、市町村でも今後どう取り組ん
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でいかなければいけないのかということももう

少しやっていかないと、県だけがやっても絵に

描いた餅になってしまう。市町村と連携してい

かないと、結局何のための調査なのかという思

いがあるんですが、その辺のことは何か考えて

いらっしゃるんでしょうか。

今、統計調査ＢＯＸの○渡久山総合政策課長

ことを御紹介いただきましたけれども、そうい

うツールが県でも整ってきた。具体的な数値で

すとか、エビデンスという言葉が最近よく言わ

れますけれども、きちんと県の現状を伝えるた

めにもそういったものを示しながら、その上で

宮崎の事情に沿った形で方向性を取りまとめて

いく、意見を求めていくことが必要だと思って

おりますので、今、御指摘のございましたよう

なツールをしっかり活用しながら、議論を進め

ていきたいと考えております。

先ほどからありますように、地方○佐藤委員

回帰と。宮崎県へ移住者等が増えていく流れに

なるのかなということを期待しながら、いまだ

にそういうことにはなっていないと坂口委員も

言われましたけど、今回、この機会に宮崎県へ

の人の流れがぐっと増えるような仕組みをつく

る必要があるということでいろいろやっておら

れると思うんです。

ただ、宮崎県に人が来ても、宮崎市に集中し

たのでは意味がないわけです。宮崎県の中で宮

崎市への人口集中の割合というのは非常に高い

わけでありますので、宮崎市ではなく、特に中

山間地域、急激な人口減少が起きている地域へ

の人の流れをつくる必要がある。そこで、中山

間・地域政策課の中山間地域新生活・物流スタ

イル推進事業であるとか移住促進用空家利活用

強化事業、それから地域人材受皿構築モデル調

査事業という事業が非常に大事であろうと思う

んです。

地域人材受皿構築モデル調査事業は、都市部

の離職者などを活用する特定地域事業協同組合

の実現に取り組む市町村を支援するということ

ですけど、このあたりは市町村とのやり取りの

中でこういうことが出てきたわけですか。

冒頭でも説明し○川端中山間・地域政策課長

ましたけれども、昨年12月に議員立法で成立い

たしました特定地域づくり事業推進法という法

律が、今年６月に施行されました。この法の主

旨としましては、対象地域となる過疎地域で、

単独の仕事ではどうしても思ったほどの収入に

はならない場合に、幾つかの仕事を組み合わせ

て年間の収入を安定させることで若い人が定着

できるような仕組みをつくろうと。そのために

は、受皿となる事業協同組合をつくって、いろ

んな仕事 例えば、農繁期には農業、観光客─

が多い時期には観光業、いろんな仕事をしなが

ら年収をある程度確保することで、Ｕターンで

すとかＩターンで入ってくる若い人の雇用をつ

くる、なりわいをそういった形で確保するよう

な仕組みをつくりましょうということで成立し

た法律でございます。

その受皿となる事業協同組合をつくるに当

たっては、準備のために、こういう仕事がどの

時期にどのくらいあるということを、ちゃんと

下調べしてからでないと空振りに終わる可能性

がありますので、事前に調査をした上で市町村

にも取り組んでいただこうということで、今回

予算をお願いしたところでございます。

この事業は、令和２年度だけで完○佐藤委員

結するようなことではないと思うんですけど、

どうですか。

今回お願いする○川端中山間・地域政策課長

事業自体は、コロナの交付金を当てにしている
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ところもございまして 単年度の建てつけでやっ、

ておりますけれども、これはまだ６月に法律が

施行されたばかりですので、県内で先行事例と

して幾つかの事業協同組合ができますと、それ

をモデルに追従してくださる市町村も出てくる

んじゃないかと考えております。そういったと

ころを期待しながら、まずは調査をして、モデ

ルとなるような組合が県内で設立されるといい

なと考えております。

その後の支援につきましては、まだ先のこと

でございますので何とも言えないところがござ

いますけれども、長期にわたって取り組むべき

話かと考えております。

お昼を超えそうなので、再開時○野﨑委員長

間を午後１時10分とし、暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時８分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

議案に対する質疑はありませんか。

中山間・地域政策課に質問してお○佐藤委員

、 、りましたが 地方に人を呼び込むといいますか

地域が見直されるということはいいんですが、

宮崎市に集中するようではいけない。宮崎県の

中でも、特に過疎化の進んだ中山間地域に人を

戻すような政策が必要だと思います。そういう

ところでこの中山間・地域政策課の事業がある

わけですけど、これだけでいいのか。まだほか

にも、しっかり取り組む必要があるところがあ

ると思いますが、いかがでしょうか。

委員御指摘のと○川端中山間・地域政策課長

おり、今回、コロナの中で田園回帰という話が

いろいろ出てきておりますけれども、我々は中

山間・地域政策課という名前もいただいており

ますので、我々としても中山間地域に誘導した

いと考えております。今回、７ページの空き家

対策にしましても、中山間地域でいろいろお話

を伺うと、要は空き家が出てこないので移住者

を受け入れられないと、空き家待ちの方がたく

さんいらっしゃるというようなお話をたくさん

伺いました。

そういったところで、空き家を掘り起こすと

実際住んでいらっしゃらないお宅はたくさんあ

るんですけれども、それがなかなか活用されて

いない状況にございます。そういった中山間地

域の空き家を掘り起こしていけば、もっと受入

れができるのではないかということで そういっ、

たところに力を入れる。また、先ほどの特定地

域づくり事業協同組合では、ＵターンとかＩタ

ーンの方が、若いうちになりわいとして安定し

た職を得られるような仕組みをつくると帰って

きやすいというところで、そういったところに

力を入れて取り組みたいと。また、冒頭の移動

、 、スーパーなり ドローンでの宅配の実験なども

そういった中山間地域での生活を念頭に置いて

事業を組み立てたところです。

もちろんこれだけでは足りなくて、当初の予

、算から取り組んでいる部分もありますけれども

そういったところにまず力を入れて、中山間地

域を中心に、帰ってくる方を受け入れられるよ

うな仕組みをつくっていきたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。空き家の○佐藤委員

供給ができないということですが、空き家はあ

るわけです。空き家はあるけれども、その空き

家をほかの人が使えるような形にできないとい

うことがありますよね。

それから、買物についても、田舎でもコープ

とかで買物をされている方もいます。そういう

ことも含めて、行商で商売になるのかという問



- 20 -

令和２年７月20日(月)

題もありますし、そういう人が新たに起業する

のも将来を考えるとなかなか厳しいのかなとい

う思いもある。家の軒先までドローンで配達す

るというような時代に、移動スーパーを開業し

ようという気持ちになるのかどうか。この事業

、 、 、の中でも 今後 心配な点であると思いますし

この特定地域づくり事業協同組合も、考え方と

しては非常にいいと思いますが、先ほど言った

ように、１年だけでは始まらないと思います。

現在ある地域の事業体を盛り上げることも大事

でありますし、企業がないところは、こういう

事業協同組合でつくっていく、大きな流れとし

ては、非常によいのではないかなと思います。

ただ、今がどうなのかです。空き家対策を今

までやってきているけれども、現在どのくらい

空き家を提供できたのかというのもあるでしょ

うし、昔は移動スーパーがよくありましたが、

今、実際にあるのかというところもつかんでお

られますか。

移動スーパーに○川端中山間・地域政策課長

関しては、県全体で何台走っているかというと

ころまでは把握していないのですが、最近、と

くし丸という、移動スーパーを中心にやってい

らっしゃる徳島県の事業者さんがいらっしゃい

まして、その関連の移動スーパーが県内に７台

ございます。とくし丸でいきますと、串間市、

門川町、都農町、あと日向市のほうでやってい

らっしゃるというふうに聞いています。それ以

外に、グリーンコープとか株式会社ながやまの

移動スーパーが、都城市で２台ほど走っている

というところで、今回のコロナで、移動スーパ

ーの需要が高まっていると。買物密にならない

ということで、そういったお話も出てきており

まして 今回の支援メニューの対象事業にも入っ、

ているところです。

先日も、新聞で、美郷町の早川商店さんとい

う、高齢のおばあさんが行商されていたところ

が、もう高齢でやめたという話がありました。

それぞれの地域で、行商を行っていたところが

あると思うんですけれども、そういったところ

にもしチャンスがあれば新しいスタイルで移動

スーパーを入れていく。以前、農村部で運転免

許を持たない方が多かったときには移動スーパ

ーがかなりあったと思うんですけれども、皆さ

んが免許を持たれるようになって大分廃れたと

思っています。今、免許返納の方が増えていく

中で、移動スーパーの需要が非常に高まってき

ているのではないかと考えておりまして、こう

いった事業を組み立てたところでございます。

どうしても中山間地というのは距○佐藤委員

離がありますし、状況をなかなかつかみにくい

と思うんです。ですので、現在の中山間地域、

山の奥のほうがどういう状況になっているのか

というのはしっかりつかんでいただいて、事業

。 、を進めていただきたいと思います 大変大事な

重要な事業であると思いますし、今後もいろい

ろな事業を進めていただいて、中山間地域の過

疎化、人口減少にしっかり歯止めをかけていた

だきたいと思います。特に、県北は人口減少が

著しい。10年後、20年後に相当数減るというこ

とは分かっているわけですから、それに対する

対策も。せっかくの機会であります。コロナに

よって、都会への人口の集中が問題であると、

地方回帰が進むといういい流れであろうと思っ

ておりますので、一番大事な中山間地域の振興

に力を入れていただきたいと思います。

関連で、８ページの地域人材受皿○山下委員

構築モデル調査事業について、特定地域づくり

事業協同組合というのは、非常にいい事業だな

と思っているんですが、県内で何市町村ぐらい
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この事業の要件に該当するんでしょうか。

ここのポンチ絵○川端中山間・地域政策課長

の下の制度概要のところに、対象地域として、

人口急減地域と書いてあります。これは、過疎

法に基づく過疎地域及び過疎地域と同程度の人

口減少が生じている地域になりますが、県内26

市町村のうち17市町村が中山間地域、過疎法等

の対象地域でございますので、17市町村という

ことで考えております。

２分の１が派遣料収入で、２分の○山下委員

１が国の財政措置や市町村の負担ということに

なると、非常に派遣しやすい事業だなと思うん

ですけれども、こんな事業が全市町村で使える

と 宮崎県は継続して事業がない企業が相当─

あると思うんです。こういうものが取り入れら

れると、非常に雇用が促進されるんじゃないか

と思います。こういったものが宮崎県全体的で

使えるようになれば大変いいことではないかと

思ったので御質問いたしました。

制度的には、財○川端中山間・地域政策課長

政支援が国から受けられるということで非常に

ありがたい制度なんですけれども、根本的に仕

事がつくりにくいような中山間地域といいます

か 過疎地域を対象にしていますので そういっ、 、

た雇用がないところを中心にこういった事業を

展開していく必要があると 特に 若い方が戻っ。 、

てこない。先ほど佐藤委員のお話にもありまし

たけれども、若い方が働く場がなかなかないの

が中山間地域の現状ですので、そういったとこ

ろで、ぜひともこういう事業を展開していきた

いと考えているところです。

分かるんですよ。中山間地域にと○山下委員

いうのも分かるんですけど、宮崎県内はほとん

どが一次産業の盛んな地域でありますし、そこ

が１年中の雇用ができるかというと、なかなか

できないわけです。中小・零細の企業も、この

時期は忙しいから欲しいんだけれども、ほかの

時期は必要ないということで、年間連続した雇

用ができない。そういうところは、中山間地域

、以外でも宮崎県内には多々あると思いますので

そういうことを考えて、どれくらいの市町村が

該当するのかお聞きしたところでした。

山下委員に関連してなんだけど、○井上委員

いい指摘だと思っているし、この調査事業にお

金がついたこと自体がすばらしいことだと思っ

ているので、これは絶対に実効性があるものに

仕上げていただきたいと思います。

さっき出ましたけど、市町村別にやってしま

うと小さくなってしまったりするので、ある一

定程度の広域性を持たせてやれるようにしてい

ただかないと、事業協同組合の制度としての役

割がうまく果たせないんじゃないかなと思うん

です。だから、小さくしないで、ある程度、地

域性とかが似たようなところを集めるぐらいの

構えでやっていただけるといいなと思うんです

けど、そこはどうなんですか。

私どももそう○川端中山間・地域政策課長

いったところが非常に大事だと考えておりまし

て、１つの小さな市町村ですと商工業の規模も

小さいですし、例えば農業でいったら、米作り

とかキンカンが取れる時期とか、施設園芸をや

る時期によって 地域の中で忙しい時期が重なっ、

てしまうわけです。例えば、西臼杵全体でやる

ということになったら、高千穂町のいろんな観

光業が忙しい時期とか、ほかの作物をやってい

らっしゃる農家さんが多いところ、そういった

ところを組み合わせながらやっていくと、仕事

の凸凹というのがフラットになるんじゃないか

と。

そういうことで考えますと、やっぱりある程
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度広域的に組み合わせてやっていくほうが、事

業の継続可能性が非常に高まってくるのではな

いかと考えております。

今、医療関係も、市町村ごとにや○井上委員

らないで、ある程度広域でやっていこうという

機運がどんどん出てきているので、やっぱりそ

こを大事にしてもらいたいなと思うんです。

それと同時に、これから考えないといけない

公共交通の問題、それから情報化の問題、デジ

タルシフトの問題とかが一緒に整理されていく

と、いろんな意味での効果が出てくるんじゃな

いかなと思うんです。今ある課題を、できるだ

け広域的に解決していくための手段にしていく

という考え方を持っていただきたいと思ってい

、 。るんですけど それについてはどうなんですか

まだ始まったばっかりですし、調査も今からな

ので恐縮なんだけど、そこはどうなんでしょう

か。

そのように、地○川端中山間・地域政策課長

域の中で幾つかの仕事を組み合わせたり、広域

的にやる、特に広域的にやることに県が関与し

ている意味があると考えています。これは、市

町村がそれぞれ単独でやってもいい話ではある

んですけれども、我々県が関与させていただく

のは、そういった広い視点からとか、いろんな

ところから市町村と市町村をつなぎ合わせると

か、そういった取組ができるのではないかと考

えておりますので、ぜひ今後とも御支援いただ

きたいと思います。

今まで中山間地対策費を使ってき○井上委員

ているわけだけれども、それで効果が出ている

かというとなかなか難しい。どう評価していい

のかとか難しいところがいっぱいあるわけです

よね。だから、実際に、どことどこの予算を合

わせたときにどれぐらいのことができるのかと

いうことも含めて全体的にやっていかないと、

全てを小さく切っていくことだけはやめていた

だきたいと思うわけです。そうしたときに、今

度は、誰がリーダーシップをとって事業協同組

合をやっていくのかが非常に難しいところだと

思うんですけれども、そこも県はある程度頭に

入れといてもらわないと 簡単に ただ話し合っ、 、

てくださいではちょっと難しいのではないかな

と思うんです。

県側がリーダーシップをきちんと取れるのか

どうか、どういうふうな地域づくりをしていき

たいのか、物の考え方というか、地域を見通し

ていく力ですよね。さっき、ポストコロナの話

が出ましたけど、きちんと先を見て議論できる

といいなと思う。ただ、この事業の調査だけで

はちょっと無理なんじゃないかなと思うんです

けれども、そのあたりの見込みについてはどん

なふうに考えてますか。

やはり、この事○川端中山間・地域政策課長

業の肝となりますのは、事業協同組合は一種の

企業ですので、経営者がどうしても必要になり

ます。そういったところの人材を確保すること

は非常に重要な要素ではないかと考えておりま

す。

二十数年前、各地域で第三セクターをつくる

ことが一時期はやったといいますか、そういっ

たものを進める時期がございました。それぞれ

第三セクターができて、そこに役場のＯＢが天

下りされて経営されて、なかなか事業が立ち行

かないというケースが結構多かったと考えてお

ります。そういったことのないように、やはり

民間の経営感覚を持った方が事業をやっていく

必要があると思います。

事業そのものは、赤字の部分を国費とかで埋

めるようなスキームになっているんですけれど
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も、決して赤字を垂れ流していいわけではない

と考えておりますので、そういった経営感覚を

持った方をいかに引き込むかということは非常

に大事な要素ではないかと考えているところで

す。

先に言われてしまったわけだけれ○井上委員

ども、経営者感覚なんですよね。問題は、そこ

をどんなふうにつくり上げていくのかがとても

大事だと思うんです。その感覚がないと、幾ら

ものをつくって、建物を造ってみても、それは

成り立たない。だから、やっぱり経営者感覚を

しっかりと持ってもらわないといけないと思う

んです。

ただ、少なくとも国がここにお金を出そうと

していることは事実なわけで、そこに財政的措

置ができるとなれば、あとは県費でどこをどん

なふうに補完していくかがとても大事になって

くると思う。地域づくりの一つの大きなきっか

けになることは間違いないと思うので、そのあ

たりをきちんとやっていただきたい。

今、経営者感覚を持ってというお話を聞いた

ので、ちょっと安心したんですけど、第三セク

。ター的な感じでやられると本当に元も子もない

地域をまた壊すことになるので、そこは丁寧に

やっていただけるといいなと思っています。期

待していますので、途中経過でもいいので御報

告をいただけるようにお願いをしておきたいと

思います。

もう一つ、16ページのＩＣＴを活用したポス

トコロナ時代の課題解決実証事業ですが、ここ

をもうちょっと丁寧に この事業が3,000万円─

でいいのかどうかは分からないんだけど、これ

がきちんとやれるだけの予算になっているのか

どうか、そこを教えてください。

今回の事業を設計するに○鎌田情報政策課長

当たりまして、事前にＩＴ関連事業者に簡単な

ヒアリング等を行ったんですけれども、その中

で、地元企業ができるシステムで大きなものに

なりますとやっぱり1,000万円ぐらいの経費がか

。 、 、 、かるということなんです ただ 今回 第２波

第３波に備えるということを考えると、やはり

非常に緊急性があるだろうということで、この

限られた期間の中でできる限りのことをやろう

と。500万円ぐらいでここに記載されているよう

な事例の開発ができるだろうという見込みで設

計をさせていただいております。

この内訳としましては、500万円を上限に、６

事業で3,000万円ということで、下のスキーム図

にございますように、今回開発されたものにつ

きましては、その成果をＰＲして、広く横展開

することによって地域へ普及していこうと考え

ています。

安倍総理は、ＩＣＴ関係、いわゆ○井上委員

るデジタルシフトについては、都市部と地方と

の差がないように一気に進めていくとおっ

しゃっていますよね。だから、ここは非常に期

待するところなんですが、今回の課題解決実証

事業の中で、事業の効果というのはこうなって

いるわけだけれども、宮崎県としてはどこを求

めているのか。どこまでやりたいと思っている

の、ここに書いてあるものだけ。

今回は交付金を活用して○鎌田情報政策課長

ということで、規模的には3,000万円で、取りあ

えず実証的にやらせていただくのですが、今回

のいろんな事業の成果を踏まえて、今後それを

さらに進めていくとか、そういうものが出てく

れば、また新たな制度を検討していこうかなと

は思っておりますけれども、現状として、本年

度は６事業程度を横展開していくことを考えて

いるところでございます。



- 24 -

令和２年７月20日(月)

ある程度、予定した６事業という○井上委員

ものがきちんとあるの。ここに例は載っている

けど。ちゃんと頭に描けているものがあるの、

ないの。今からつくるというだけ。

事前のＩＴ事業者とのヒ○鎌田情報政策課長

アリングの中でいろんなアイデアは出てきてお

りますが、どこまでそれが実現できるのかはこ

れからです。先ほど説明のところで申し上げま

したが、実際我々がいろいろ考えるより、民間

の柔軟な頭でいろんなアイデアを考えていただ

くほうがいいのだろうということで、今回の事

業の形としましては、民間からのアイデアを募

、 、集するということで考えておりまして 本年度

具体的にこれをやろうということで我々が想定

しているものは特にないところでございます。

民間に公募するという考え方は一○井上委員

つあると思う。だけれども、我が宮崎県の事実

というか、ポストコロナと書いてくれているか

ら余計そうなんだけど、今後、宮崎県が自立し

てやっていくために必要なものをつくり上げて

いきたいわけよね。それがなければ、民間丸投

げという意味。そんなふうに聞こえてしまう。

民間丸投げということで○鎌田情報政策課長

はございませんで、一応、発想としては民間の

、いろんなアイデアをもらおうということですが

実際、我々が事業を採択するに当たっては、内

、 、部で 外部の有識者も含めて審査会をつくって

事業内容については、例えば人口減少問題とか

いろんな重点課題の解決といった視点からも審

、 。査しながら 採択していこうと思っております

また、県全体のいろんな情報化政策について

、 、は ６月の常任委員会で御説明しましたとおり

本年度、情報化に関する計画をつくることとし

ております。その中でいろいろ議論をして、今

回のポストコロナについても当然内容に含んで

いくことにしておりますので、その辺の計画策

定等を見ながら、今後、県として具体的にどの

ような事業を進めていくかということについて

は、また検討していきたいと思っております。

全部が駄目だと言っているわけ○井上委員

じゃないからね。そこをちゃんと考えてもらい

たいんだけど。

宮崎県の課題は、人口減少と中山間地である

ということ。いろんなことを考えたときに、例

えばこのデリバリーというのはすぐ出てくる。

イベント等での人の管理とかも出てくる。それ

から バーチャルバスツアー これが宮崎にとっ、 、

てどうなのかはちょっと分からないけど。

さっき坂口委員も言われたように、宮崎県全

体をどう見ていくのか 全体を見たときに じゃ。 、

あ宮崎に移住してきてください、宮崎で何がで

きますよということが言えるようなプラスアル

ファがないと、今後、宮崎が生き残っていくに

はどうしたらいいのかと考えたときに、他県と

。同じようなことをやっていていいのかなと思う

そのあたりは、民間の人たちに何を求めるのか

ということもきちんとしてもらいたいから今

言っているんだけど。

御○重黒木総合政策部次長（政策推進担当）

指摘ありがとうございます。今回の事業は、県

内のＩＣＴ事業者が行うポストコロナのための

、いろんなソフト開発等を支援するという事業で

井上委員がおっしゃっているのは、恐らくポス

トコロナ時代で宮崎が生き残っていくためにＩ

ＣＴ技術をどう活用していくのかということだ

と思っております。

冒頭、総合政策課の事業でポストコロナを議

論する事業がございましたけれども、その中の

一つの課題として、ＩＣＴをどう生かしていく

か。例えば、これまで県内で、移住したいとい



- 25 -

令和２年７月20日(月)

う人がいても、なかなか都会のような教育を受

けられないとか仕事がないということで、二の

足を踏む方も多分いたと思うんですけれども、

ＩＣＴ技術をうまく活用することで、リモート

ワークの方を県内に呼び込むとか、県内にいて

も高度なＩＣＴ教育を受けられるとか、あるい

はまだまだ規制はありますけれども、医療につ

いても、県内にいながら都会の高度な医療を受

けられるようになるとか、そういったことが可

能性としてあると思っています。そういったも

のをうまく生かしながら、どう宮崎の魅力を高

めていくか、こういったことを今後総合政策部

で考えていくことにしています。その中で、先

ほど課長も言いましたＩＣＴの活用の計画もあ

りますので、しっかりと位置づけて、今後、ど

うやってＩＣＴ技術を基盤にして宮崎の魅力、

強みを発揮していくかをしっかり考えていきた

いと思います。

それが、全部の答えですか。だか○井上委員

ら、最初に、全体の予算の中で今回の3,000万円

の使い方がどういう位置づけなのかと聞いたの

よね。この６事業をどんなふうにしていくのか

と聞いたわけ。持続可能な経済と社会づくりの

加速化を図ると皆さんも言っているんだから、

そこをきちんとしておかないと、宮崎が求める

ＩＣＴとは何なのかということがちゃんと分

かっていないとちょっとおかしいと思うけど。

お金使った効果が出てこない。ＩＴ事業者にお

金をあげるという話なら別です。ＩＴ事業者の

ためにお金をあげるというのならそういう事業

かなと思うんだけれども、そうじゃないと言っ

ているから聞いているのであって、今のは私に

対する答えにはなっていないんじゃないかなと

思うんだけど。

Ｉ○重黒木総合政策部次長（政策推進担当）

ＣＴそのものは全体の話としてしっかり進めて

いきますけれども、この事業は、今、ポストコ

ロナの時代の中で、企業の中でどういうふうに

ＩＣＴの技術を活用して いろんなアプリの─

開発とかそういった少し一段小さい事業になる

んですけれども、これから県内の企業がポスト

コロナの時代でどうやって企業活動を高めてい

くのかと、そういった中でＩＣＴ企業がうまく

企業活動の変化に絡んでいろんなソフト開発を

できるように、そこを支援していくものでござ

いまして、ポストコロナ全体を考える事業とは

少し性格が違う事業だと御理解いただければと

思います。

中山間関連で、まず空き家対策だ○坂口委員

けど、空き家があるのに活用に至らないと、そ

の障壁になっているものは、主にどんなものが

あるんですか。

いろいろ市町村○川端中山間・地域政策課長

から伺っていますのは、空き家の中に神棚とか

仏壇が置いてあって、なかなか人に貸す気持ち

になれないということと、やはり里帰りしたと

きに自分が泊まる家として使うという意識があ

るようです。あと、世間体も多分あるんだとは

思います。周りの人もいらっしゃる中で赤の他

人に貸してしまうというのはちょっと忍びない

というようなお気持ちもあって、なかなか市場

に出てこない。また、中山間地域には不動産屋

がないところもありますので、そういったとこ

ろでなかなか活用がされていないと伺っており

ます。

一つは、遺産整理あたりのノウハ○坂口委員

、 、ウとネットワークを持っていれば 最初の神様

仏様の領域は少し可能性はあるのかなというの

と、あと相続権の問題があると思うんです。空

き家で、両親等が他界されたとかの事情で、そ
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こら辺の整理。それは資料に、司法書士が相談

相手というか専門家として上がっているから少

しは進むのかなと思うんですけど、せっかく家

があるならそれを生かしてほしいというのが一

つです。これは要望にとどめておきます。

それから、移動スーパーです。これは、車の

改造とか購入費の一部とか、そういった初期投

資に対しての助成ですか。

移動スーパーに○川端中山間・地域政策課長

関しては、初期投資です。どうしても中山間地

域を中心に回れば、距離も長いですし、人口も

少ないので、売上高は都市部を回るよりも下が

ります。

日販額がどうしても上がらないので、損益分

岐点を落とす必要があるということで考えます

と、やはり初期投資のところに補助を入れるこ

とで、より採算性が上がり事業継続性が高まる

のではないかと考えております。

当然、採算性は上がると思うんで○坂口委員

す。でも、それは初期投資で、問題はやっぱり

経常経費の中の損益分岐点を超せるかどうかだ

と思うんです。とくし丸なんかも全国が相手だ

から有利な経営ができるのかなと思うんですけ

ど、地域でやろうとしたら続かないんです。そ

して、初期投資といっても、完全に償却し切っ

たような車を持っていってやっているけど、最

終的には断念という形になっているから、経常

的な経費をどう確保するのかというのが一つ。

そこに工夫がないと持続できないんじゃない

かなと心配です。何年も続かないと駄目なわけ

で、そこら辺を今後どう整理してあげるかだと

思うんです。

そういったもことも含めて、この特定地域づ

くり事業協同組合は、佐藤委員から令和２年だ

けではなくて、ずっと継続的にやっていく必要

があるんじゃないかと、それに値する事業じゃ

ないかというのがあったんですけれども、事業

活動経費の２分の１を国、県、市町村で補助す

ると。これは、実際に組んだ事業の経費に対し

。て２分の１を補助することになるわけですよね

これは、県費は○川端中山間・地域政策課長

、 、入っていなくて 総務省の事業になるんですが

赤字の部分には国費で８分の２の補助がありま

す。さらに、その市町村に対して特別交付税措

置が８分の１あるんですけれども その分が入っ、

てくると８分の３になりますので、市町村の手

出しがどうしても８分の１出てくるわけです。

この制度は法律に基づいて事業が立てられた

制度でございますので、継続性は非常にあると

考えているところです。

県の事業として上げるから、幾ら○坂口委員

か支援されるのかなと思ったけど。

問題は、年間事業計画の中でペイラインが確

保できるかどうかだけれども、ペイラインに届

かなければ、２分の１の補助があっても駄目な

んです。でも、これはそういったことを抜きに

してとにかくやっていかないと もう行き詰まっ、

ている。だから必要な事業ではある。ただ、持

続が可能かどうかというところは、これからお

金の問題にかかってくると思うんです。

せんだって、我々自民党はゆずの里を呼んで

勉強会をやったんですけれども、損益分岐点は

辛うじて上回る、そういうところはまだ自前で

持続できると思うんです。でも、本当に必要な

ところにこの事業協同組合を立ち上げられるか

というと、全く採算的に見通しが立たないとこ

、 。ろは 立ち上げる意欲も持てないと思うんです

そこをどうやるかといったときに、これは段階

的にいろんな検証をやりながら、将来的には準

公的な団体として、準公的な組合なり、言わば
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準公務員です。公務員に準ずる人だと。そこに

国土保全であったり環境保全であったり、ある

いは民生安定であったりという公的なものをま

ず委託していく。そして、残りの余力で稼げる

金をしっかりと民間あるいは私的な部分で稼い

でいかせるという、限りなく公的な役割を持た

せる。公務員に近い組織としてこれをやってい

かないと、これはとてもじゃないけど、過疎地

域への対応なんて、今までそれぞれがかなりの

努力をしながら、先ほどの空き家対策にしたっ

て、ここにはうちの神様が置いてある、仏さん

がいるんだという、そういうものにこだわりな

がら支えてきたけれども、ついにそこで生活で

きないというところに来ているわけだから、と

。にかく生活ができますよというものを保障する

そして それも保護的な保障じゃなくて しっ、 、

かりと堂々と胸を張って、我々は国家に貢献し

ているんだと、地域に貢献しているんだという

誇りを持ってそこに住める。そうなると、公的

なものをどれぐらいそこに担わせるか、委託な

りできるかというところだと思うんです。そう

いう目的を持って、それを最終的に法律にそれ

をうたわせるようなところまでもっていくよう

な事業としてやっていく必要があるんじゃない

かな。だって、これはいい事業だから来年も再

来年も続くでしょうと言ったって、国がこの補

助制度を打ち切った途端に市町村はもうやれな

いですよ。だから、単発的にやって終わりじゃ

なくて、これを何に結びつけるか。過疎地域に

人を張りつけるということは、これはもう国の

最大の命題です。そこら辺を目指した事業とし

てこれをやっていくべきじゃないかなと思うん

ですけど、どうですか。

まさしくこの事○川端中山間・地域政策課長

業は、地域に仕事を生み出していくことが一番

の肝で、若い人を残すためにもこういった安定

した職をつくっていく必要があります。

、 、昔の諸塚村の国土保全森林作業隊ですか 今

ウッドピア諸塚という形になっていますけれど

も、当時の甲斐村長が林業労働者を残していく

ためにそういった会社を起こして、いろんな森

林の作業を受託しながら若い人を育てて残して

いくという取組をされました。今でも、ウッド

ピア諸塚は活動しております。

特定地域づくり事業協同組合というのは、そ

ういった形で、若い人を何年間か雇い入れて安

定していろいろな仕事をさせながら、例えば農

業の後継者として自立して地域の中に残ってい

ただくような仕事ですとか、そういったいろん

な活用の場として、事業そのものは民間の仕事

をいろいろ使うんですけれども、やっぱり公的

な市町村の役割というのは大きいんじゃないか

と考えております。

見方によっては、シルバー人材センターの若

い人版みたいなところがあるのかなと。いろん

な仕事、地域の仕事を請け負いながらやってい

くような形になるのかなとイメージしていると

ころではあります。

そうなんですよ。ただ、それで限○坂口委員

界があるところがたくさんあるということ。シ

ルバー人材センターも6,000人日というノルマが

達成できずに立ち上げられないところがいっぱ

いあるわけです。

諸塚村も、当時の甲斐村長は世界に通用する

ような理念を持っていたんです。そして、それ

を世界が認めて、あそこのような特別な付加価

値を認めてくれた。そこに行き着くところはそ

れでいいんです。それが一番いいんです。

ただ、それに行き着けない条件の地域がたく

さんありますよ。でも、そこにも人は必要なん
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です。そうなったときに、国土保全とか、公的

にやらないといけないことがたくさんあるじゃ

ないですか。それを何も専門の建設業者の人た

ちにやらせなくても 現場でコンクリートを練っ、

て水路を造ったり、そういった簡易な工事はそ

こにどんどん委託する、受注でもいい、それで

年間に必要な経費の７割なり８割を確保できれ

ば あとの２割なり３割は民間の活動としてしっ、

かりと収入を上げていって、経費を稼ぐ。そう

いうところがたくさん出てきているでしょうか

、 、ら それを法制化するための一つの試行として

これを位置づけたらどうですかということを

言っているんです。本当に必要なところに立ち

上げられない、持続できないと思うんです。こ

の事業協同組合は経費が要ります。そこら辺は

どうですか。

やはり地域に○川端中山間・地域政策課長

よっては、なかなか事業が成り立たないところ

がございます。先ほど井上委員からも御指摘が

ありましたように、地域によっては、広域で、

複数の市町村が協力して、仕事を集めてつくる

ということも必要だと思いますし、中にはそれ

でもなかなか成り立ちにくいところがあるかも

しれません。今回はあくまでも調査事業ですの

で、そういったところがまずは成り立つかどう

かということを事前に調べて フィージビリティ、

ースタディーと言いますけれども、実際にでき

るのかどうかをちゃんと見極めた上で、事業に

取り組んでいただく必要があると考えておりま

す。

、そういった受皿の仕事をつくっていくことが

中山間地域の大きな課題の一つであろうと考え

。 、 。ております 先ほど 空き家の話もありました

やはり、なりわいをどうやって守っていくかと

いうことが大事だと思いますので、いろんな取

組をしながら、そういったところを守っていき

たいと考えております。

とにかく、現行の制度の中ででき○坂口委員

るところはできるでしょうけど、できていない

ところにより必要性があるということと、今で

きたとしても、補助金がなくなったらできなく

なるところをどうするんだということを検証の

時点でしっかりと分析して、次に何をやるべき

かを これは、事業期間が終わったらもうそ─

れでいいという事業ではないんじゃないかなと

思うから言うわけで。

広域でできるところはいいんですよ。ただ、

広域と簡単に言うけれども、本当にそれができ

るのか。なかなか難しいと思うんです。これは

もう答えはいいですけど、大きい問題を含んで

いるなというのと、何としてもこれは前に進め

て定着させないといけない事業だなと強く感じ

たから、今言っているだけで。

５ページのみやざき公共交通需要○丸山委員

回復プロジェクト事業ですけれども、この前、

全国議長会の関係で要望に行ったときに、私が

乗った飛行機は多分２～３割しか乗っていな

、 、かったんですが まず飛行機でいいんですけど

直近ではどれくらいの搭乗率なのかを教えてく

ださい。今後、お盆とかいろいろ帰省客が増え

るということで増便していただけるようなこと

も聞いているんですが、現状を教えていただけ

ればと思います。

直近の７月１日から10日○大東総合交通課長

までの実績で申し上げますと、前年度比で32％

程度の利用者数となっております。ただ、これ

が４月以降の累積でいきますと、前年度比でま

だ14％程度しか戻ってきていないという状況で

ございます。

航空各社におきましては、今月末の連休です
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とか、あとお盆の時期に向けて復便をというこ

とで考えていただいているようですけれども、

航空会社としては、お客さんがいるから飛ばす

というよりも、まずは復便をして需要回復を図

りたいといったような思いがあるというふうに

伺っております。

空港に検温する機械があるんです○丸山委員

が、それに対しての呼びかけがしっかりできて

いないような気がするものですから、しっかり

していただきたいと思っています。今後、感染

防止を含めて利用促進もやっていくということ

になると、今、県民の方々が一番心配している

のは、宮崎では東京とか福岡由来の方々が発症

したというケースがほとんどですから、多分、

自分の体調をしっかり管理した人たちに帰って

きてもらいたいという思いがあると思っている

んですが それに対してどのようなプロモーショ、

ンをかけていくのか。あまり規制し過ぎると回

。 、復しない 県はどんな形を理想形と考えていて

補助を使う方々に対してどんなプロモーション

をされていくのか。県民の人たちに本当に安心

してもらわないと、ＧｏＴｏキャンペーンみた

いに何か不安になる事業になってしまったら意

味がないと思っているので、その辺のコンセプ

。トを改めて教えていただければと思っています

まずは、宮崎空港におけ○大東総合交通課長

る非接触型の体温計についてですけれども おっ、

しゃるとおり、一番最初に降りてきたお客さん

が立ち止まってくれないと、皆さん通り過ぎて

、 、しまうというのが実態としてありますので 今

まずは降りてきたら係員が声をかけて、立ち止

まって体温を測っていただく、あとはいろんな

表示でありますとか、そういったことに工夫を

しようと考えております。

次に、宮崎の交通機関は安全だというＰＲを

しながらというところでございます。これは航

空会社も、バス、フェリー、各交通機関におい

ても、ガイドラインに沿っていろんな取組をさ

れております。その取組ですが、一義的には、

ガイドラインに沿ってしっかりと対応していま

すということを宣伝することがまず第一だと

思っています。

確かに県民の皆様からすると、特に東京周辺

の地域から来る方々からの感染リスクが非常に

気になるというのは事実だと思います。現時点

で、関東地域については、感染流行地域という

形で指定されております。関西地域についても

感染注意地域となっておりますので、まずはこ

ういった指定がないことを前提にこの事業を進

めていくことが肝要かなと考えております。

したがいまして、その辺りの感染状況をしっ

かりと見極めながら、この事業の展開をするな

り、途中で止めるといったことも当然あります

し、オンとオフを迅速に切り替えながらやって

いく必要があると考えております。

東京とかは、今、感染流行地域と○丸山委員

なっていますので、今のところ、このプロジェ

クト事業には該当しないということでいいと。

大阪がまた最近、警戒地域みたいになっている

と思うんですが それも含めて今後検討していっ、

て、そういった地域から来られる里帰りの人た

ちは、ちょっと御遠慮いただきたいというよう

なことを県がしっかり言っていくということな

んでしょうか。

今、関東地域については○大東総合交通課長

感染流行地域になっておりますので、県として

公共交通機関に公費を投入して、こういったク

ーポンを利用して使ってくださいと言えるよう

な状況、それはちょっと厳しいのかなと考えて

おります。
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したがいまして、キャンペーンとしては、そ

ういった指定なりといったようなこと、あるい

は東京都で言いますと、東京都との往来の自粛

要請がなくなるとか、そういった段階になって

から適用地域としては動き始めるんだろうなと

考えております。

宮崎は、東京、大阪から遠く離れ○丸山委員

ています。飛行機とカーフェリーは非常に重要

だと思っていますので、回復はしてもらいたい

んですが、県民の命に関わる問題ですので、そ

れは交通事業者と連携しながらしっかりやって

いただきたいと思います。

次に、10ページの産業政策課のグルメ情報に

関しても、非常にいいことでありながら、そこ

に人が集中してしまって、本当に新しい生活様

式が守られている店であればいいんですが、つ

いつい人が入ると元どおりになってしまって、

先ほど言ったように東京、大阪からの里帰りと

かになってくると、そこでクラスターが起きる

可能性はゼロじゃないと思っているんです。

その辺で、しっかりガイドラインは守ってい

ると言いつつ、だんだんそれが薄れていく可能

性もあるものですから、それに対して、県とし

、 、て 本当にガイドラインを守っているかどうか

チェックを含めてやっていかないといけないん

じゃないかなと思っているので、その辺の考え

方を教えていただければありがたいかなと思い

ます。

、○甲斐産業政策課長 委員のおっしゃるように

飲食店の考え方が、フェーズごとに変わってき

ているというのは感じますし、店舗ごとにも随

分と考え方に幅があるように感じております。

そこは飲食店も非常に悩みながらされておりま

して、お客様の安全性は担保したい、自分の店

からは感染者を出したくないというのは根底に

ありながら、その取扱いに悩まれているという

ことがあります。

例えば、ある店舗さんに聞きましたところ、

椅子の数を減らしたら、結局、入り口の受付の

ところにお客さんが滞留してしまって、そこが

密になってしまうということもあって少し席を

戻したとか、そういう話もありますので、ここ

は非常に皆さん悩まれながらやっていらっしゃ

るところだと思います。

今回のジモ・ミヤ・めしにつきましては、ま

ずは選考過程で、食の魅力とか自分たちの地域

の飲食店をもう一回見詰め直していただく機会

にしたいと、県民向けにまずやりたいというと

ころがありますけれども、最終的には県外の観

光客とかに向けて発信していきたいと思います

ので、選ばれた飲食店に関しては、どのような

対策をしているのかとか、そのあたりは飲食店

と個別に話合いをしながら、このお店は外に発

信していいというところを十分確認しながら、

飲食店と話をしながらやっていきたいと考えて

おります。

さっき課長が言われたとおり、飲○丸山委員

。食店もすごく悩みながらやっていると思います

あまり厳しくし過ぎると、経営が成り立たない

状況もあり得る。料金を倍にすればいいんです

が、そうすると今度は人が入らない。非常に悩

んでいると思いますので、その辺は適切にガイ

ドラインを守りつつ これまでも東京のシア─

ターの話とか、また鹿児島のクラスター事案を

見ても、ガイドラインを守っていないから発生

してしまったんじゃないかなという事例がある

と思います。そういう事例をできるだけ多く集

めて、今悩んでいる事業者に向けて、ここを間

違ったからクラスターになった可能性が高い、

ここはしっかり守ってくださいという事例もど
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んどんお示ししてしっかり守る。そういったこ

とを県が率先してやっていただければありがた

いと思っています。今後とも、宮崎でできるだ

けクラスターが起きないようにやっていただけ

ればありがたいと思っております。

この件につきましては、○甲斐産業政策課長

福祉保健部とも話合いをしておりまして、福祉

保健部はもともと感染症対策の所管部局であり

ますけれども、飲食店向けの研修会とか、そう

いったもので、しっかりとガイドラインの遵守

をお願いするとか、我々は、いろんな補助金の

中で福祉保健部が出している資料を一緒に送っ

、 、たりとか そういった連携をしておりますので

引き続き福祉保健部と連携しながら進めていき

たいと考えております。

５ページのみやざき公共交通需要○佐藤委員

回復プロジェクト事業で、利用者が著しく減少

している公共交通機関ということで、バス、航

空機、フェリーとありますが、これはどのくら

い減少していて、これをどのくらいまで回復さ

せようとしているのか、数字があれば教えてく

ださい。

それから、前回の総務政策常任委員会でも宮

崎カーフェリーの現状について質問させても

らって、その状況についてはできるだけ報告を

することを求めたかと思うんですけれども フェ、

リーの情報もお持ちでしょうから、その辺をお

聞かせいただければと思います。

航空便につきましては、○大東総合交通課長

先ほど丸山委員にお答えしたとおりでございま

して、４月からの累積でいきますと、まだ14％

程度しか戻ってきていない状況にあります。

あと、バスにつきましては、路線バスでは、

６月の実績でいいますと、おおむね８割程度ま

で乗客数は戻ってきているというふうに聞いて

おりますが、高速バスにつきましてはまだ２割

にも至っていない状況にございます。

あと、カーフェリーにつきましては、旅客に

ついては10％を下回る状況でしたけれども、最

近は若干増加傾向にあるということで、それで

もまだ２割にも達していないという状況であり

ます。

、 、 、一方 貨物につきましては 製造業を中心に

下り上り双方の貨物について減少傾向が続いて

いると。ただ、ほかの交通機関のように８割減

とか７割減とかいったような大きな数字ではご

ざいませんで、10％とか、それぐらいの減少率

というふうに伺っております。

今のところ、新船への影響は何ら○佐藤委員

心配ないと考えていいですか。

心配ないといいますか、○大東総合交通課長

貨物自体は確かに減っておりますし、旅客も減

少しております。現在、フェリー会社とも、こ

の減った貨物をこれからどう増やしていくか、

旅客についてもこういった事業を活用していか

に増やしていくか、需要回復に向けてどう手を

打っていくかということを協議しているところ

でございます。

収支という点では、昨年度お示しした長期事

業計画でいいますと、ほぼ計画の数値にはなっ

ています。ただ、荷物が減っている状態と油の

値段によって大きく変動する可能性はあります

ので、やはり荷物の確保をまず第一に進めてい

くことが肝要ということで、今、取り組んでい

るところでございます。

よく、いろいろな人からそのあた○佐藤委員

りの質問を受けますので、今お答えいただいた

ような形で説明したいと思います。ありがとう

ございました。

総合交通課に、歳出の仕方ですけ○坂口委員
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ど、これは一括で補助金としていくのか、それ

とも出来高払いみたいに何段階かに分けて歳出

をしていくのか、そこのところはどうなってい

くんですか。

支出については、基本的○大東総合交通課長

に台数とか人数によって支出するということで

考えておりますので、一括で渡し切りという形

ではありません。

ちょっと気になるのが、単年度予○坂口委員

算だった場合、県全体で交付金の限度額という

のがある。これは総務部に尋ねるべきなのかな

とは思うんですけど、コロナとか何らかで、人

の移動に制限がかかる可能性がありますよね。

そこで執行が止まると、年度をまたいでも使え

るような性格のお金にしとくか、流用できるよ

うにしておく、やっぱり限度額いっぱい消費し

ていかないともったいないです。

事業が延びるだけではなくて、県経済全体の

浮揚という大きい役割も持っているから、そこ

がちょっと気になったので、また総務部ともこ

こら辺をちょっと。そういう人の移動で制限が

かかる可能性がある事業なので そこが気になっ、

たから尋ねてみました。

おっしゃるとおり、貴重○大東総合交通課長

な交付金でございますので、しっかりと執行す

ることが大事でございますが、ただ、執行でき

ない場合、執行残が出る場合も当然考えられま

す。その場合は、総務部において検討されてい

ると思いますが、交付金事業全体で調整すると

いうことも一つありますし、あと、繰越しとい

う形あるいは基金という議論も一方ではあろう

かと思いますので、そういった点についてもま

た総務部と相談をしてみたいと思います （ ぜ。「

ひ」と呼ぶ者あり）

ほかにございませんか。○野﨑委員長

様々な御意見を頂戴した○渡邊総合政策部長

ところでございます。今回は、あくまでコロナ

に対する補正予算でございます。そういったこ

とで、当初予算のように様々なところに目配り

をした体系的な予算組みにはなっていないとい

うことは御理解をいただきたいと思っておりま

す。

５月末にコロナに関する経済対応方針をまと

めておりますけれども、基本的にそれに基づい

た形で、そのタイミングに応じてコロナに対す

る対策を打ってきていると。このタイミングで

打つことが適当であろうというものを今回お出

ししたということで御理解いただければと思っ

ております。

そういう中で、特にお話申し上げたいのは、

２ページにあります、総合政策課のポストコロ

ナ時代における本県のあり方の検討をぜひ進め

させていただければと思っております。ちょう

ど100年前にスペイン風邪が起こりましたが、今

のコロナの時代というのは、100年ぶりの大きな

事象ではないかと思っております。あるいは終

戦後、今、それに匹敵するぐらいの大きな時代

の変化にあるのではないかという感想を持って

おります。

そういう中で、地方回帰はもう確実に来ると

思っておりますので、そういったことを大所高

所から議論させていただきたいと思っておりま

す。その際には、総合政策課長からもありまし

たけれども、東京在住等の有名な先生にお話を

聞くことも大事であると思いますし、一方で、

本県の中山間地に住んでいらっしゃる方々の御

意見を聞くことも大事であります。また、委員

からも御指摘がありましたけれども、私ども県

職員の考え方もしっかり持たなければならない

と思っています。そこで、今後の地方の在り方

令和２年７月20日(月)
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というものをしっかりと描いていきたい。

その上で、東京一極集中と同じように、宮崎

県でも宮崎市への一極集中でいいのか。これに

ついては、井上委員からもございましたけれど

も、やはり中山間地域の大切さはもう十分承知

いたしております。例えばオンラインによる医

療とか教育とかをやれば、中山間地においても

企業誘致なり移住定住が進んでいくのではない

、 、 、かなと考えられますので いずれにしても 今

大変大きな時代の転換地点にあると思います。

そういったことを踏まえまして、この２ページ

にあります事業も練り込んで、これからの宮崎

の将来というものを描いていきたいと思ってお

ります。

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○野﨑委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

そ○坂元国民文化祭・障害者芸術文化祭課長

れでは、常任委員会資料の17ページをお願いい

たします。

国文祭・芸文祭みやざき2020大会延期に係る

今後の取組について御説明いたします。

新型コロナウイルスの影響により、本大会を

令和３年７月上旬から同年10月中旬に延期する

ことといたしましたけれども、具体的な日程に

、 （ ）つきましては １の新しい日程についての １

にありますとおり、令和３年７月３日土曜日か

ら令和３年10月17日日曜日までの107日間となり

ました。

同年開催となります和歌山大会は、米印にあ

りますとおり 10月30日から11月21日までとなっ、

ております。

次に （２）の開会式 （３）の閉会式であり、 、

、 、 、ますが 開会式は７月３日 閉会式は10月17日

会場はいずれもメディキット県民文化センター

で行う予定にしております。

次に、２の大会の基本的な考え方についてで

あります。

まず （１）にありますとおり、略称を含めた、

大会名称や「神話の源流みやざき」の探求から

なる５つの基本方針、そして「山の幸海の幸い

ざ神話の源流へ」のキャッチフレーズなど、大

会の骨格に係る部分については変更せず、継続

していくこととしております。

また、今年度実施する予定でありましたプロ

、（ ） 、グラムにつきましては ２ にありますように

、 、①新しい会期内で実施 ②令和２年度内に実施

③やむを得ず中止の３つに仕分を行い、プログ

ラムの再構築を行うこととしております。

この中で、今年度実施するプログラムにつき

ましては （３）にお示ししておりますが、新た、

なプログラム名称を設けまして、延期となった

新しい会期で実施する本大会と一体となってＰ

Ｒを行ってまいります。

さらに、来年度は、大会史上初めてとなる年

２回、国文祭・芸文祭が開催されるというチャ

ンスを生かしまして （４）にありますとおり、、

本県と和歌山県との連携事業を企画し、両県の

新たな関係性を文化の絆として打ち出し、両大

会のＰＲを行うこととしております。

最後に、３の当面のスケジュールでございま

すけれども、７月27日の県実行委員会総会、ま

た８月７日の国の実行委員会におきまして、本

大会の新たな日程や延期に伴うプログラムの取

扱いなどについて報告、説明を行うこととして

おります。

また、９月中には、今年度実施する予定であ
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りましたプログラムについて、新しい会期内で

の実施、あるいは今年度実施といった個別事業

ごとの方針決定を行い、12月中には事業の内容

や出演者、開催場所といった大会プログラムの

実施内容の確定を行いたいと考えております。

説明は以上であります。

宮崎県犯罪被害者等○後藤人権同和対策課長

支援条例（仮称）の制定について御説明いたし

ます。

お手元の常任委員会資料の18ページをお開き

ください。

まず、１の制定の趣旨についてであります。

現在も様々な犯罪が後を絶たず、犯罪被害者

等 これは犯罪被害に遭われた方やその御家─

族、御遺族を言いますが、これらの方々は、犯

罪による直接的な被害だけではなく、それに伴

い生じる精神的なショックや再度の被害への不

、 、 、安 周囲の好奇の目など 二次被害にも苦しみ

社会から孤立する状況も見られるところです。

犯罪被害者等が早期に被害から回復されて、

日常生活を取り戻すことができるように、社会

全体で犯罪被害者等に寄り添い、途切れること

のない支援が行われる必要があり、そうした体

制づくりを進めることを目的としまして、昨年

の９月議会、今年の６月議会でも御質問いただ

きました犯罪被害者等の支援に関する条例を制

定するものであります。

次に、２の条例に盛り込む事項の案について

であります。

主な事項としましては、１つ目が基本理念、

２つ目が県、県民、事業者、民間支援団体の責

務等、３つ目が基本計画の策定及び公表、４つ

目が基本施策などを想定しております。

次に、３の制定スケジュールについてであり

ます。

本報告後、有識者委員会 これは学識経験─

者、犯罪被害者等の支援に関わる弁護士、民間

支援団体等で構成するものでありますが、この

有識者委員会を２回ほど開催しまして、条例の

内容等について様々な角度から御意見をいただ

き、条例の骨子案を取りまとめてまいります。

12月の総務政策常任委員会におきまして、条

例の骨子案について御報告いたしました後、パ

ブリックコメントを１か月間実施いたします。

その結果を受けまして、再度、有識者委員会を

開催し、３月の総務政策常任委員会におきまし

て御報告させていただきます。

その後、４月の法令審査会を経まして、６月

定例県議会において議案を提案し、議決いただ

けましたら、条例の施行というスケジュールで

考えております。

なお、条例を制定しました後は、条例に基づ

き、より具体的な取組を定めます基本計画の策

定作業に取りかかることとしております。

、 。最後に ４の全国の状況についてであります

今年４月現在、犯罪被害者等支援に特化した

条例を制定しておりますのは21都道府県でござ

いまして、そのうち九州では、福岡、佐賀、長

崎、大分の４県が制定済みであります。

次に、安全で安心なまちづくり条例等の中に

犯罪被害者等支援の条文を盛り込んでおります

、 、のは16府県でございまして そのうち九州では

沖縄がこの方法で制定しております。

九州内では、本県、熊本、鹿児島が未制定で

ありますが、熊本が今年度中に特化条例を制定

予定と伺っておりますので、残りは本県と鹿児

島県という状況になっております。

説明は以上でございます。

常任委員会○井上国民スポーツ大会準備課長

資料の20ページを御覧ください。
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国民スポーツ大会に向けたプール整備の検討

状況について御説明いたします。

まず、１の整備の考え方でございます。

プール整備につきましては、令和２年３月に

公表いたしました実施方針におきまして、ＰＦ

、Ｉ事業として引き続き検討を進めますとともに

、県の財政負担軽減や地域活性化につなげるため

プールと相乗効果が期待できる民間収益施設を

一体的に整備することといたしました。

次に、２の検討経過でございます。

令和元年９月に取りまとめましたＰＦＩ手法

導入可能性調査におきまして、一定の市場性と

経費削減効果が見込まれましたことから、令和

２年３月に実施方針及び要求水準書（案）を公

表したところでございます。

その後、民間事業者との意見交換の内容など

を踏まえまして、実施方針等の精査を行います

とともに、現在、その内容を反映したＶＦＭの

再算定を行っているところでございます。

次に、３の概算事業費見込額でございます。

現時点におきまして、ＰＦＩ手法による施設

整備費や15年間の維持管理・運営費等の事業費

の総額を167.7億円程度と見込んでおるところで

ございます。

下の表が従来手法とＰＦＩ手法による事業費

、 、の比較になりますが 従来手法による事業費が

②の列の一番下の行でございますけれど

も、173.6億円でございまして、現時点では、経

済的にはＰＦＩ手法が優位な結果となっており

ます。

次に、21ページを御覧ください。

４の今後の主なスケジュールでございます。

令和２年８月の県プール整備運営事業審査委

員会の審議結果を基に、ＰＦＩ事業の優位性を

最終的に確認しまして、特定事業として選定い

たしましたら、令和２年９月議会にその結果を

報告いたしますとともに、債務負担行為の議案

を上程することとしております。

その結果、議会の承認をいただきましたら、

令和２年11月に入札公告を行いまして、以後、

令和３年４月に技術提案書の受付、令和３年６

月に落札者の決定・公表、そして令和３年10月

に事業契約の締結、令和６年12月にプール完成

といったスケジュールを予定しているところで

ございます。

最後に、５の施設配置図でございます。

ＰＦＩ事業と民間収益事業の敷地の配置でご

ざいますが、図のとおり計画しているところで

ございます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○野﨑委員長

。その他報告事項について質疑はありませんか

国文祭・芸文祭についてなんです○丸山委員

が、宮崎は107日間、和歌山は22日間となってい

ます。こんなに差があって、宮崎は結構長いの

で、間延びしたりとか盛り上げの部分はどうな

のかなと心配な面もあるんですが、何か考えて

いらっしゃることがあれば教えていただけると

ありがたいです。

本○坂元国民文化祭・障害者芸術文化祭課長

県の場合、延期をしまして107日間になりました

けれども、来年は東京オリンピック・パラリン

ピックが７月下旬から始まるということで、そ

ういった期間に国文祭・芸文祭のイベントをや

ることはなかなか難しいということもあります

ので、そういったところも配慮をしました。さ

、 、 、らには ある程度長い期間を設けることで 今

来年度に向けて、市町村事業、県事業の移行作

業をやっておりますけれども、こういった各種

のイベントがしっかりはめ込めるようにしたい
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ということで期間を長めに設定したところでご

ざいます。確かに３か月以上に及ぶ長い期間に

なりますので、うまくイベントをはめ込みなが

ら、間延びをしないようにやっていきたいとは

思っております。

いずれにしましても これから移行作業をやっ、

てまいりますので、そういったところをしっか

り意識しながら、作業を進めてまいりたいなと

思っております。

記紀編さん1300年記念事業の集大○丸山委員

成だと思っていますので、しっかりとした集大

成になるように取り組んでいただくようお願い

します。

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他で何かありませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総合政○野﨑委員長

策部を終了いたします。執行部の皆様方、お疲

れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後２時26分休憩

午後２時33分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

それでは、本委員会に付託されました議案に

ついて、部長の概要説明を求めます。

それでは、本日御審議いただ

きます議案につきまして、お手元の総務政策常

。任委員会資料により御説明させていただきます

めくっていただきまして、１ページをお願い

いたします。

令和２年度７月補正予算案の概要についてで

あります。

今議会に提出しております一般会計の補正予

算案は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う

経費について措置するものであり、補正額は一

般会計で166億7,905万8,000円の増額でありま

す。

この補正予算による一般会計の歳入財源は、

国庫支出金が164億5,648万5,000円、繰入金が２

億2,257万3,000円であります。

この結果、補正後の一般会計の予算規模

は6,697億7,384万4,000円となります。

次に、５ページをお願いいたします。

参考資料になりますが、こちらの資料で７月

補正予算案のポイントについて説明させていた

だきます。

まず、１の予算案の概要についてであります

が （１）予算規模等につきまして、表の下から、

２行目、コロナ対策の行を御覧ください。

今年度の一連のコロナ対策の予算額は、右か

ら２列目の補正後の列にありますとおり504億円

となりまして、令和元年度３月補正予算の３億

円を合わせますと507億円となります。

、（ ） （ ）次に ３ 地方創生臨時交付金 単独事業分

についてでありますが、国から示されました交

付限度額は、１次分、２次分を合わせて185億円

余であり、これまでの補正予算の各事業に充当

した額は135億円余となっておりますことから、

今回の補正後の時点で49億円余の残額がござい

ます。この残額につきましては、感染症の第２

波等の状況を見極めながら、引き続き、適時適

切な対策を講じるための財源として活用してま

いります。

次に、２、予算編成の視点（主な事業）につ

いてであります。

今回の補正予算の全体像は、次の６ページに

ありますように、これまでの補正予算同様、４

つの柱に基づき整理しておりますが、予算編成
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に当たり、特に重点を置いた視点に基づく事業

として、主なものを５ページで御紹介させてい

ただきます。

まず （１）第２波への備えであります。３つ、

の事業を上げておりますが、こども療育センタ

ーの病棟の一部個室化や、ＰＣＲ検査体制や病

床確保の強化、感染症と家畜防疫資材の共同備

蓄倉庫の整備などにより、感染症の第２波への

備えに万全を期することとしております。

次に （２）県内の雇用を守り抜く対策であり、

ます。新規卒業者を採用する企業に対し、採用

内定者１人当たり10万円を支援することなどに

より、県内の雇用確保を図ってまいります。

次に （３ 「えらばれる観光みやざき」づく、 ）

りの推進であります。観光イベントの開催支援

、 、や 全国の状況や感染症対策に十分配慮しつつ

宿泊促進キャンペーンなどを行うことにより、

観光みやざきを再生していく取組を加速させて

まいります。

次に （４）農林水産業の振興とフードビジネ、

スの基盤強化であります。４つの事業を上げて

おりますが、新たな市場ニーズに対応するため

の食品加工事業者等の設備導入を支援する取組

や、住宅建築に当たり、柱100本、１棟分の県産

材を提供することにより県産木材の利活用を促

進する取組、牛肉価格の下落により経営が圧迫

されている肥育農家に対し、出荷頭数に応じた

奨励金の交付を支援する取組、漁業者の経営支

援のため、再建計画策定への支援や制度資金等

に係る利子や保証料などを助成する取組などに

よりまして、本県基幹産業の強化を図ってまい

ります。

次に （５）ポストコロナ社会を見据えたデジ、

タル化の推進であります。２つの事業を挙げて

おりますが、遠隔相談やバーチャル環境など、

ＩＣＴ技術を活用した課題解決の実証等を支援

する取組や、県立学校の全普通教室に壁かけプ

ロジェクタを整備し、大型画面を活用したオン

ライン教育など、新しい教育環境を整備してい

く取組などにより、本県のデジタル化を推進し

てまいります。

次に、６ページの３、対策の全体像を御覧く

ださい。新型コロナウイルス感染症対策の４つ

、 。の柱に基づき 予算の全体を整理しております

まず （１）感染拡大防止策と医療体制の整備、

、 、 、でありますが 17事業 75億円余を予算措置し

第２波に備えまして、感染拡大防止策のさらな

る強化、検査・医療体制のさらなる充実、危機

事象への備えに取り組んでまいります。

次に （２）雇用維持・人材育成と事業継続の、

ための支援でありますが、22事業、34億円余を

予算措置し、雇用と暮らしを守り抜く対策、農

林水産業の事業継続のための支援に取り組んで

まいります。

次に （３）地域経済と県民生活の再生・復興、

に向けた支援でありますが、22事業、31億円余

を予算措置し 「えらばれる観光みやざき」づく、

りの推進、応援消費ジモ・ミヤ・ラブの輪を広

げる取組、ものづくり企業の活動再開に向けた

支援、芸術・文化の復興と健康づくりの推進に

取り組んでまいります。

最後に （４）みやざきの成長へつなげる取組、

、 、 、でありますが 32事業 25億円余を予算措置し

力強い農林水産業づくりとフードビジネスの基

盤強化、中山間地域の暮らしを支える取組、県

内企業のデジタル化・リモート化の推進、未来

を担う子供たちの学びの保障に取り組んでまい

ります。

２ページにお戻りください。

一般会計歳出一覧であります。先ほど、参考
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資料にて説明いたしました歳出の概要を款別に

整理したものであります。

、 。予算議案の概要については 以上であります

なお、歳入予算の詳細につきましては財政課

長が説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。

私からは以上であります。

次に、議案についての説明を求○野﨑委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

歳入予算について御説明しま○石田財政課長

す。

今のお手元の資料の３ページ目をお願いいた

します。

議案第１号、一般会計補正予算の歳入予算で

ございます。

まず、３ページでございますが、表の左から

３列目、今回補正額の欄をお願いいたします。

まず、自主財源につきましては、繰入金が２

億2,257万3,000円、依存財源につきましては、

国庫支出金が164億5,648万5,000円で、いずれも

増額となっております。

この結果、一番下の欄にありますとおり、今

回の補正予算における歳入合計は166億7,905

万8,000円となり、補正後の予算規模は、その右

の欄にありますとおり、6,697億7,384万4,000円

となります。

４ページをお願いいたします。

ただいま御説明いたしました歳入の科目別概

要を御説明申し上げます。

まず、繰入金でございますが、今回の事業の

うち、教員の追加配置に係る地方負担分など、

国の交付金の対象とならない経費について、一

般財源で措置するための財政調整積立金からの

繰入金等によりまして、２億2,257万3,000円の

増額となっております。

次に、下の国庫支出金につきまして、主なも

のを御説明申し上げます。

まず、国庫負担金でありますが、教員の追加

配置に係る教育費国庫負担金の増額等に伴うも

、 。ので 3,533万4,000円の増額となっております

次に、下の国庫補助金でございます。

まず、総務費国庫補助金でありますが、今回

のコロナ対策に係る事業の財源として、国の地

方創生臨時交付金を受け入れるもので、63億911

万円の増額であります。

次に、民生費国庫補助金でありますが、生活

福祉資金貸付金の拡充等の伴うもので、13

億3,340万3,000円の増額であります。

次に、衛生費国庫補助金でありますが、感染

拡大防止策と医療体制の整備に係る事業の財源

として、国の緊急包括支援交付金を受け入れる

こと等に伴うもので、84億4,857万6,000円の増

額であります。

、 、次に 農林水産業費国庫補助金でありますが

林業経営体の雇用維持等を図るため、造林や下

刈り、間伐などの森林整備への支援等に伴うも

ので、１億9,040万円の増額であります。

次に、商工費国庫補助金でありますが、６月

補正予算において、国の地域企業再起支援事業

を活用してスポーツ合宿誘致支援の事業を計上

しておりましたが、国の審査の結果、国庫補助

としては不採択となったことから、地方創生臨

時交付金の地方単独事業として実施することに

伴う財源更正によるもので、3,700万円の減額で

あります。

次に、警察費国庫補助金でありますが、警察

業務における感染症対策に伴うものでございま

して、527万円の増額であります。



- 39 -

令和２年７月20日(月)

最後に、教育費国庫補助金でありますが、県

立高校におけるＩＣＴを活用した学習環境の整

備等に伴うもので、１億7,139万2,000円の増額

であります。

、 。歳入予算につきましては 以上でございます

執行部の説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

、○坂口委員 財政課に参考のために聞きますが

今回の交付金で限度額が示されて、当然、そこ

に向けてぎりぎりの予算化をされていると思う

んですけれども、今後の感染状況によっては、

歳出を止めざるを得ない部分が幾つかあるのか

なと。そういったときに、残ったお金がもった

いないので、また改めて本来の事業に使うのが

一番なんでしょうけど、それに限界があるとき

は流用なりして、とにかく県の金庫の中から県

、 、民に対して出す そういった予算の確保の仕方

編成の仕方、そこら辺については何かあるんで

すか。

、○石田財政課長 御指摘いただきましたとおり

まず、大前提のスタンスとしまして、今回の国

の交付金を最大限県民のために活用することが

大事だろうと思っております。

その観点から２点申し上げますと、まず１点

目は、予算化を４月以来しております事業の執

行について、感染状況とか県内の実情に応じて

適正に執行していくように、各部局に対して財

政課のほうでも進捗状況の管理をしていく。

２点目といたしましては、今、御指摘があり

ましたように、事業化したものの、感染状況等

を踏まえてこれは明らかにできないということ

が分かった時点で、その部分の見直し、財源を

別の対策にしっかり使えるように、その中での

計画、あるいは予算執行上の工夫とか、今おっ

しゃったような流用とか、あるいは一旦取り下

げて、また別の機会に予算化を御相談させてい

ただくとか、そういった状況に応じた柔軟な対

応が必要だろうと思っております。その点は、

総務部としましてもしっかり把握し、また整理

をしていくという姿勢で臨んでまいりたいと考

えております。

やっぱり消えた経済、お金を１円○坂口委員

でも県内に補充していく、それがすごく大きな

役割を果たしていくと思うので、ぜひ、そこら

辺に留意しながら頑張っていただきたいと思い

ます。

、○石田財政課長 御指摘いただきましたとおり

国の交付金も、もともとの原資は国民の税金で

ございますので、まさに１円足りとも無駄にな

らないようにしっかり宮崎県民のために使って

いくことが大事だと思っております。そういっ

た姿勢で、執行管理、それから予算化の整理を

してまいりたいと思います。

２つほど質問させてもらいま○太田副委員長

す。

まず、５ページの一番下に、県立学校「学び

の保障」環境整備事業とありますが、その説明

の中でオンライン教育というような説明があり

ました。

それで確認なんですけど、宮崎大学のある先

生が、大学は生徒が多いから、学校に集まって

はいけないということで、先生の説明を自宅で

聞くオンラインの授業をやっているということ

でした。先生側は、その生徒の自主性で聞いて

いるんだろうなと思ってしゃべるそうです。生

、徒側は先生の顔を見ながら勉強できるんですが

先生は、生徒が聞いているのかどうか分からな

。 。いわけです そんな悩みを言っておられました

例えば、県立学校の場合、クラスの中でのオ

ンライン化なんだろうなと思うんですが、それ
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であれば先生が表情を見られますので、確認の

意味で。県立学校のオンライン化の充実を図る

と説明されたのは、実際、教室内でのオンライ

ン化と解釈していいのかどうか。

これも２つほどありまして、○石田財政課長

、１つはコロナウイルスの感染が広がった場合に

仮に休業になったとか、あるいは警戒をしなが

、ら本来40人で１クラスのところを２つに分けて

密を避けて授業をするといったような場合に、

学校の教室の中で分散をして、先生がオンライ

ンで授業を行う、また、時間によってはクラス

を変えてやるといったことを想定しているのが

１つ。

もう一つは平常時も、このオンライン機器を

導入することによりまして、他の高校との交流

ですとかあるいは大学との交流ですとか、そう

いった新たな学びという形で活用ができないか

ということで、予算措置をお願いしているもの

でございます。

確かに他校との交流とか、そ○太田副委員長

ういうことに力を発揮するだろうと思います。

分かりました。大学の先生がそういう悩みを言

われたものですから、そういう問題もあるのか

なという感じがしました。

最後にしますけど、今日の本会議でも医療従

事者へ特別手当を支給することについ質疑が

あって、医療従事者ということではあるんです

が、保健所とか衛生環境研究所とかの職員の人

たちも、同じように神経を使いながら頑張って

おられるから、そういう人たちにもある程度の

配慮が必要ではないかなと思うんですが、その

辺の議論はされたんでしょうか。

今回、コロナの患者に直接携○石田財政課長

わられる医療従事者の方に対する特別手当とい

う形で予算をお願いしておりますが、具体的に

は病院等の看護師の方とかを想定しているもの

でございます。

ただ、議論の中では、必ずしも患者の方に接

触しなくても抗体や検体等を扱われる方とか、

おっしゃるように、保健所の職員も、今、大変

苦労しておりますので そういったところのフォ、

ローをどういった形で、またそのモチベーショ

ン維持をどういった形でやるかというところは

議論をしております。

今回は、まずは患者に直接接触しておられる

県内の医療関係者の方にということでお願いし

ておりますが、危険性というか、そういった部

分はいろいろあろうかと思いますので、そこは

また引き続きよく検討、整理をしてまいりたい

と考えております。

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他で何かありませんか。○野﨑委員長

これは 福祉保健部から報告があっ○坂口委員 、

たんですけど、今回のドクターヘリの窓の落下

。 、 、についてです ここは 危機管理的な視点から

、下に船がいたりとかいろんなことがあるわけで

これらに対しての取組の在り方について、最終

的に全て責任を持って管理していくところが福

祉保健部でいいのかなという疑問を持ったんで

す。危機管理の中で、１回検討する必要もあり

そうな気がするんですけれども。

ドクターヘリにつきまし○佐藤消防保安課長

ては、運用団体が宮崎大学医学部になっており

まして、あちらは医療関係ということで、福祉

保健部で今のところ取り扱っていると認識して

おります。

そうなんだけど、例えば、新田原○坂口委員

基地とか民間の飛行機の事故があった場合 やっ、

ぱり県の危機管理の対応の中でしっかりと全て
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を収集しながらやっていくことが必要ではない

かなと。例えば、民間の、西日本航空だったで

すか、そこのパイロットとか機械を使って、医

大がそこにお願いして、それについて県がちゃ

んと財政面なんかをしっかり支援していくとい

。 。うことで 福祉保健部でも悪くはないんですよ

、 、悪くはないけど 医療分野に限ってだけれども

物や場合によっては機体自体が落ちたときに、

本当に福祉保健部の所管でいいのかなという素

朴な疑問なんです。だから、深刻に言っている

んじゃないけど、そこについても検討の必要が

あるのかなと思って。

、○温水危機管理局長 委員おっしゃるとおりで

当課もヘリは防災救急航空センターで、あおぞ

らを管理しております。

先ほど言われましたように、自衛隊などでも

ヘリの部品の落下問題などがありまして、報道

によりますと、今回の原因は現時点でまだはっ

きり分かっておりませんが、当然、やはり同じ

ような航空機、機器を扱う所属として情報を共

有して、再発防止なりを一緒に検討していく必

要があるとは認識しております。したがいまし

て、今後、原因究明、そして再発防止の議論を

していく中で我々のほうも情報共有させていた

だいて、必要に応じてしっかりと対応していき

たいと考えております。

熊本等の豪雨災害で、今、県の職○丸山委員

員等を派遣していると思いますが、コロナの関

係でＰＣＲ検査を 昨日も知事会の中でいろ─

いろやり取りがあったと報道で出ていたんです

けど、コロナ禍の中で宮崎県として、派遣する

職員を出すときと帰ってくるときの考え方につ

いて、どういうふうに考えているのかを教えて

ください。

今回の災害派遣による高○温水危機管理局長

松市職員の案件を受けまして、我々も内部で議

論したところであります。当然、派遣しており

ます市町村課と人事課、そして福祉保健課とも

情報を共有しながら、一定の整理を行っている

ところでありまして、実情を申し上げますと、

熊本県、そして本県が派遣しております芦北町

からは、具体的にＰＣＲ検査の実施が求められ

ている状況ではございません。

そして、本県においても、現時点におけるコ

ロナの感染状況として、20例目まで発生してお

りますが、散発の状態でありまして、本県とし

てもＰＣＲ検査を受けさせた上で派遣する状況

まではないという認識を持っております。した

がいまして、こういう状況が続く間は、現地で

の熱がないかどうかという健康チェックと、健

康チェックリストが全国知事会からも熊本県か

らも示されておりますので、それで職員の健康

チェックをやってもらいながら管理をしていき

たいと。そして、体調が悪いとか、そういった

職員に関しては業務に従事しないというルール

でやっていきたいと考えております。

ぜひ、しっかりとした対応でやっ○丸山委員

ていただくようにお願いしたいと思っておりま

す。

状況は刻々と変わってい○温水危機管理局長

く可能性が極めて高いので、そういう全般的な

ＰＣＲ検査の活用についても、県として、福祉

保健部を中心に検討がなされておりますので、

そういった情報もしっかりと共有をしながら、

適切な対応に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○野﨑委員長

を終了いたします。執行部の皆様方、お疲れさ
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までございました。

暫時休憩いたします。

午後３時０分休憩

午後３時６分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、明日行

いたいと思います。開会時刻は13時10分とした

いのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○野﨑委員長

します。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○野﨑委員長

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○野﨑委員長

日の委員会を終わります。

午後３時６分散会
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午後１時６分再開

出席委員（８人）

委 員 長 野 﨑 幸 士

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 山 下 寿

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 来 住 一 人

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 渡 邊 大 介

総 務 課 主 事 合 田 有 希

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

賛否も含め御意見をお願いいたします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、採決を行います。○野﨑委員長

議案第１号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。○野﨑委員長

よって、議案第１号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について、何か御要

望等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時７分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開します。○野﨑委員長

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○野﨑委員長

す。

次に、延期となっておりました県外調査につ

いてであります。

暫時休憩いたします。

午後１時７分休憩

午後１時９分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

県外調査の日程、調査先等につきましては、

正副委員長に御一任いただくことで御異議あり

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○野﨑委員長

す。

なお、実施については８月下旬に判断いたし

たいと思いますが、こちらも正副委員長に御一

任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○野﨑委員長

す。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で委員会を終了○野﨑委員長

いたします。

午後１時９分閉会

令和２年７月21日(火)
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